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（午前９時30分 開議） 

○議長（森下伸吾君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員は18人で全員であります。 

                     

○議長（森下伸吾君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（森下伸吾君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において、５番 阪本君、

13番 田中君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（森下伸吾君）日程第２ 一般質問を

行います。 

 今回の一般質問の通告者は14人であります。 

 質問は会議規則第62条の規定により、別紙

の順序により発言を許します。 

 順番１、10番 垣内君。 

〔10番（垣内憲一君）登壇〕 

○10番（垣内憲一君）おはようございます。 

 前回６月議会定例会において、私は「橋本

市発注工事の適正な施工の確保について」と

題し、一般質問をさせていただきました。 

 実は、その数日前にこのようなことがあり

ました。読売新聞オンラインによりますと、

市長が市の開発事業をめぐり市議に、「証拠の

ない質問をすれば法的措置を取る覚悟があ

る」と発言。地方議会に詳しい大学教授の話

として、「議員も市民の代表であり、議会を通

じて行政運営をチェックする役割を理解して

いないような発言だ。法的措置を取るという

表現も威圧的で議会の機能を制約しかねな

い」というものでありました。市民の方から

は、「あんなこと言われて、よう黙っとるな」

などのお叱りの言葉も頂いておりました。 

 これが今の橋本市の現状なのかもしれませ

ん。市長から威圧めいた発言を受けても、市

民の皆さんから選出され付託を受けた一議員

として、質問すべきことは質問するという姿

勢を今後も持ち続けることが大事だと思って

おります。 

 また、先日、私は自身の活動報告という形

で、このようなチラシを作成し、新聞折り込

みをいたしました。いろいろな方から貴重な

意見をたくさん頂きました。今日はそこらの

ことも参考に質問をしたいと思います。 

 それでは、通告に従い一般質問を行います。 

 今回は２項目。 

 まず、一つ目、橋本市発注工事の適正な施

工の確保について（第２弾）です。 

 私は前回６月議会定例会において、橋本市

公共工事の適正な施工の確保についてという

一般質問をしました。その中で、当該造成工

事の受注者、ＪＶに対する処分などについて
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ただしましたところ、市はこのように答弁し

ています。「今回、盛土部において根株混入や

品質管理の不備など適切さを欠いていた状況

を受け、受注者には都度改善を促し、是正措

置を講じていただいておりますが、是正が広

範多岐にわたっていることは市として懸念し

ており、今後、法令等に照らした上で、橋本

市建設工事等契約に係る入札参加資格停止基

準に基づき、適正に対処していく所存です」

とのこと。 

 今回の質問は、その対処結果及び令和６年

８月９日付で各議員宛てに報告のあった「進

出計画見直しについて」の資料によると、根

株混入や盛土品質等の不具合が判明したこと

により、合計３社が進出中止をするとのこと

です。 

 これはあくまで現時点の状況ですが、これ

に係る原因と責任の所在、そして、共同事業

者である和歌山県、南海電鉄は今回の件をど

のように考えているのかなども含め、橋本市

発注工事の実態と適正な施工の確保について、

下記の質問をいたします。 

 １、前回６月議会定例会一般質問の答弁に

よると、受注者に対する「是正が広範多岐に

わたることは市として懸念しており」とのこ

とですが、広範多岐とは範囲が広く多方面に

わたるということです。一体どのような是正

措置を講じていただいたのですか。その内容

を説明してください。 

 ２、続いて、「入札参加資格停止基準に基づ

き、適正に対処していく所存」ということで

すが、その結果はどうなりましたか。 

 ３、根株混入や盛土管理の不備などによる

撤退企業が出ている状況ですが、その責任は

どこにあると考えますか。 

 ４、市としての監督責任はありますか。 

 ５、令和４年９月に完成した和歌山県発注

トンネル工事で、後に施工不良が発覚した件

に関し、県は八郎山トンネル技術検討委員会

なるものを設置し、受注者のみならず発注者

の監督体制にも触れ、報告を行っていますが、

本市もその例に倣い、第三者による検討委員

会を設置しませんか。 

 ６、現時点において、共同事業者である和

歌山県、南海電鉄株式会社はどのように考え

ていますか。 

 ７、橋本市発注工事の現状及び課題、そし

て、将来的に適正な施工を確保する上で今回

の件は一つの前例となると思いますが、市と

してのお考えはいかがでしょうか。 

 ２項目め。第２期橋本市立小中学校適正規

模・適正配置基本方針について（第２弾）。 

 ６月議会においても一般質問しましたが、

第２期橋本市立小中学校適正規模・適正配置

基本方針の関係者への説明会と意見交換会が

一巡したと聞いています。保護者や地域から

子どもたちへの影響や地域の活動拠点に対す

る様々な意見が寄せられたと思います。 

 対話を重視するという中、これを受けて今

後の方針を見直すのか否か、当局の見解を伺

います。 

 壇上からの質問は終わりです。よろしくお

願いします。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君の質問項

目１、橋本市発注工事の適正な施工の確保に

対する答弁を求めます。 

 経済推進部長。 

〔経済推進部長（三浦康広君）登壇〕 

○経済推進部長（三浦康広君）橋本市発注工

事の適正な施工の確保についてお答えします。 

 一点目の、是正措置の内容についてですが、

あやの台北部用地の本体造成工事で、盛土内

への根株の混入、盛土の品質管理に係る資料

の不足及び盛土法面の品質管理に係る資料の

不具合が相次いで確認され、これら不具合へ

の対応として是正措置を講じさせました。 
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 まず、根株の混入については、事業区域内

の宅地等の盛土部を再度掘削し、根株の有無

を確認させた上で、掘削した土は機械による

ふるい分けや人力による作業で根株を撤去、

目視により根株がないことを確認した後、適

正に埋め戻しさせました。 

 結果は、調査土量約30万5,000立方メートル

に対し根株混入量約73立方メートルで、混入

率は0.024％となっており、確認した根株は全

て撤去、処分させました。 

 盛土の品質管理の不具合については、有識

者の意見を基に、宅地等において地盤調査や

土質試験を実施し、盛土の密度などを測定の

上、調査で得た資料の評価を行い、盛土の品

質管理基準である締固め度90％を満足するか

確認しました。その結果、３箇所で基準を満

たしていなかったため、再施工させました。 

 盛土法面の品質管理についても、各盛土法

面において試験に必要な土のサンプリングを

行った上で、土質試験データを基に再度安定

計算を行い、基準を満たしていることを確認

しました。 

 その結果、全宅地において基準を満たす土

地となっています。 

 二点目の、入札参加資格停止基準に基づく

対処の結果についてですが、入札参加資格停

止基準に基づき適正に処理すべく、現在、関

係機関と協議し、慎重に検討を進めていると

ころで、現在のところ結果は出ていません。 

 三点目の、根株混入などにより撤退企業が

出ている責任についてお答えします。 

 今回の造成用地の施工途中の不具合が一因

で、撤退企業が出たことは非常に残念です。

企業に対しては不具合の是正方法や進捗をお

伝えし、予定していた引渡し期限に間に合う

よう最善を尽くしていたところでの撤退表明

であったことから本市としても困惑しました

が、企業内において総合的に判断された結果

であり、共同事業者である和歌山県、南海電

気鉄道株式会社とも協議し、了承しました。 

 今回のあやの台北部造成事業の実施主体は

本市であり、当然ながらその責任があること

から、現在、ほかにも進出意向を示され用地

購入のお申込みを頂いている企業や新たに進

出意向のある企業に対しては、是正の状況を

お伝えし、理解を頂いた上で、市ホームペー

ジにおいても情報発信しているところです。 

 今後、インフラ整備を含めた企業団地全体

の事業の早期完成をめざした上で、企業誘致

に努め、用地の完売をめざすとともに、関係

機関との調整など慎重かつ適正に取り組みた

いと考えています。 

 四点目の、市としての監督責任についてで

すが、市は発注者であるため、監督責任があ

ります。そのため、不具合が確認された際、

施工業者に対し是正措置の指示を行っており、

有識者への調査方法及び是正方法等の協議に

同行、また、作業時の現場立会いを実施しま

した。その結果、工期中に是正措置を完了さ

せ、現在は品質を満たした土地となっている

ことから、本市の監督責任は果たしていると

考えております。 

 五点目の、第三者による検討委員会の設置

についてですが、本市においては有識者等の

意見を基に既に是正が完了しており、現時点

において、改めて検討委員会を設置する予定

はありません。 

 六点目の、共同事業者である和歌山県及び

南海電気鉄道株式会社の考えについてですが、

両者とも企業が撤退となったことについては

残念に思っておりますが、造成した宅地は基

準を満たす土地であるため、早期完売に向け、

共同で企業誘致に協力いただけるということ

です。 

 七点目の、橋本市発注工事の現状及び課題

等についてですが、適正な施工を確保する上
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での問題点を把握し、必要に応じ制度や要綱

等の改正を視野に入れ、地方自治法、建設業

法等関係各法令を遵守し、市発注工事の適正

な施工の確保に努めます。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君、再質問

ありますか。 

 10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ご答弁ありがとうござ

います。 

 では、一点目の質問から順番に再質問させ

ていただきます。 

 まず、前回の質問に対する経済推進部長の

答弁は「是正処置を講じていただきました」

と、受注者ＪＶに是正をお願いしたというよ

うなニュアンスに聞こえておったんですけど

も、今回の答弁で「是正措置を講じさせまし

た」に変わっていましたので、ほっとしてお

ります。ちなみに、これは市民からもご指摘

を頂いていましたので、ご紹介させていただ

きます。 

 再質問ですが、まず、この造成工事におい

て根株というものは産業廃棄物です。そうで

すね。では、実施した根株に対する調査土量

は盛土全体の概ね何％になりますでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

 盛土の土量、あくまでこれ試算ですが、盛

土の土量につきましては、209万9,000立方メ

ートルに対しまして調査土量は30万5,791立

方メートルとなっておりまして、全体土量に

占める割合は14.6％となっております。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

 ちなみに調査の範囲を限定、盛土全体の概

ね14.6％していますが、その理由なり根拠の

説明ってできますでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

 盛土の下部では、地山天端の平たんな箇所

を自走して、土砂バケットに取り込み作業を

行うスクレイプドーザーという機械があるん

ですけど、それによる施工であったため、機

械の特性上、地山に近い部分に根株が入り込

む余地が少なかったこと、それから、全ての

盛土を一旦取り除いて調査することが現実的

ではなかったこと、全土量を施工し直すこと

で盛土品質が確保されないことが懸念された

ことから、盛土の全てを動かすのではなく、

調査の深さを1.5メートルから6.9メートルと

した上で、残りのところは200箇所を超えるボ

ーリング調査を含む地盤調査を施工前の元の

山まで行うことで対応したと、そういうこと

になっております。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

 そういった形で施工していただいたんです

けども、ということは、これ以上、根株は出

てこないということでよろしいでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

 各宅盤におきまして試掘調査を実施の上、

疑わしい箇所を調査して、出てきた根株を撤

去したという形を今取っております。 

 また、調査箇所よりも深い箇所については、

先ほども言わせてもらったとおり、200箇所を

超えるボーリング調査を含む地盤調査におい

ても根株は確認されていないことから、調査

は一旦完了しております。一旦というか完了

しております。 

 この結果から見ますと、当該用地にはこれ

以上の根株がないと考えていますが、全体の

土をひっくり返したわけではないので、万が

一混入があった場合でも締固め度等に問題が
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ないという第三者の意見も頂いておると、そ

ういうところでございます。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。

それで結構でございます。 

 次に、盛土工事において最も重要である締

固め度に関するデータが、令和４年５月以降

ないということが分かったんですが、１年４

か月後の令和５年９月ということでよろしい

ですか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

 市において把握をしたのが令和５年９月と

いうことになっております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

 ちなみに、締固め度のデータがないことを

受注者、ＪＶは全く知らないで盛土管理を行

っていたんでしょうか。そんなはずはないと

思うんですが、不思議でなりません。 

 お聞きしたいことは、本来、盛土管理は施

工管理上、日々の確認業務として積み上げて

いくべきものと聞いたことがあるんですが、

その点はいかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

 順を追ってお答えしますと、分かってから、

判明してから令和５年９月と10月に受注者か

ら聞き取り、及び施工が完了した後、最近で

すが、の事業者からの報告書によりますと、

現場担当者は少なくとも令和４年５月にはデ

ータがないことを知っていたと思われ、その

事実を令和５年９月まで市に報告せず放置し

ていたと考えられます。 

 報告書によると、当時、現場では元請と下

請との情報共有の行き違いにより、本来渡さ

れるべき座標データは下請に渡されず、座標

データなしで取り決められた巻き出しの厚さ

や転圧回数の施工が行われていました。試験

盛土の結果により施工していたので問題ない

と安易に考えていたと、そういうようなこと

でした。 

 報告書では、最終的にデータを捏造し、報

告しようと考えていたとの報告がございまし

たが、最終的には断念し、令和５年９月に市

にその旨を報告したと、こういう流れになっ

ております。その際、担当者は市の意向で現

場から離れているということです。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

 もう、ちょっと聞かせてもらっただけでち

ょっと悲しくなるような話を聞かせていただ

いたんですけども、このことに関して市とし

てどのように感じましたか。それとも、これ

に対して妥当な理由であるかどうか、どう思

いましたか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

 報告書を頂きまして、例えば捏造しようと

していたとかというところについては、やは

り受注者と発注者の、何というんでしょう、

信頼関係はつくる必要はないと思うんですが、

そういう中での怒りといいますか残念な気持

ちはありました。ということで、是正はしっ

かり行っていただいた、というか行わせたと

いう、そういう状況になっております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

 多分皆さんも同じ気持ちやと思うんですけ

ども、そもそも、前にも質問させていただい
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たんですけども、盛土厚さ30センチごとに転

圧していくと。ほんで、その転圧する重機が

同じところを、前回一般質問させていただい

たんですけど、２回から３回、行ったり来た

りしているのにもかかわらず、根株が混入し

てしまったと。 

 ちゃんと30センチごとにやっとったら、そ

んなことないと思うんですけども、そこら辺

は、ちょっともう一回聞きたいんですけども。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

 前回６月議会のときに答弁をさせていただ

いたとおりですが、根株の混入は通常現場で

は考えられないと、そういうことでしたが、

今回のような大規模な現場、大型重機の使用

というところで起こったものだと考えていま

す。 

 いずれにしましても、事業者における施工

管理の不備が原因であったというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）そうですよね。そもそ

も適正な施工管理ができていなかったという

ことなんでしょうね。 

 そやけど、ＪＶを見たら施工能力が十分あ

る会社なんやと思うんやけども、僕としたら、

そこをやらなかったというのが不思議でたま

らんのですけども、橋本市の発注工事を何か

甘く見とるんか、見てくれとんかな、どうな

んかなと思うんですけど、そこら辺はどう思

いますか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

 業者が橋本市に対してどう思っていたかと

いうところは、ちょっとそこのところはお答

えできないんですが、その後、市としまして

もしっかり協議をして、指示をして是正させ

ていたというところでございますので、そう

いうことでございます。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）副市長。 

○副市長（小原秀紀君）私もこの件、いろい

ろ問題があったときにその都度、ＪＶの幹事

社の幹部を呼び出して、その都度注意、是正

するように厳しく言いましたので、その点に

ついては十分対応したというふうに考えてお

ります。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。

副市長もありがとうございます。副市長もそ

んなんして、２回、３回と、そういった、ち

ょっと不祥事が出てきたときに、副市長も向

こうの方と一生懸命話していただいたという

のは僕聞かせてもろうてます。ありがとうご

ざいます。 

 にもかかわらず、またそれに、副市長が大

丈夫やなと言うてくれとるにもかかわらず、

まだ出てきた、また出てきたというような、

そういったこともちょっと聞かしてもろとる

んですけども。 

 ちなみに、ＩＣＴによる技術の評価点が加

点されなかったら、落札者は変わっていまし

たでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

 受注者から総合評価落札方式における具体

の技術提案において、ＩＣＴ技術を使った管

理について提案がなかった場合について、落

札者の決定基準である評価値を算出すると入

札結果が変わる結果となりました。 

 市としてはこのことに対し、弁護士とも相

談し、法的に問題ないと確認した上で、これ
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は３月市議会定例会の議案審議においてもお

答えさせていただきましたが、技術提案の履

行状況を反映し、工事請負金額を減額するこ

とで入札時の評価値となるように対応してお

ります。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

 市民からしたら、減額されたことだけで許

してええんかなという話もちょっと聞かせて

もろとるんですけど、ところで市民の方から

聞かれたんですけども、聞かれて私自身が答

えられなかったんですけど、市の監督業務の

中で、重要な盛土管理のデータを１年４か月

も確認、チェックしていなかった、段階報告

させていなかったのはなぜでしょうかと聞か

れて、しかも技術提案を、今言うてくれた技

術提案を受けているような内容なのですが、

いかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

 事後的に振り返りますと、議員おただしの

とおり、仕様書等に最初から記載して、段階

確認によりこの問題を防ぐことができたので

はないかと考えることができると思います。 

 ただ、一般的に市の工事においては、仕様

書に記載がない限りは施工完了に合わせて書

類の提出を受けることとなっておりまして、

今回のケースにおいても、令和６年３月が工

期末でしたので、その頃に書類を提出させる

予定でございました。 

 しかしながら、事業の規模が大きいことも

ありまして、各種書類を確認する時間も膨大

となる懸念から、工期の９か月前である令和

５年６月に書類の提出を求めた結果、今回の

ケースが判明したと、そういう状況となって

おります。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

 決まりの、ルールの中で、今の橋本市のル

ールの中で業務を行ってくれたということで

思うんですけども、先ほど部長もちょっと言

うてくれたみたいに、例えばですよ、１か月

あるいは３か月に１回でも確認しておけば、

今のような、防げた可能性はあると思います

か、いかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

 今振り返りますと、それで防げたかどうか、

相手にどういう意図があったかどうかという

ところは、その辺はちょっとはかれないんで

すが、市の監督業務において、例えばもう詳

細に１か月３か月出していただいていたとい

う状況でしたら分かった可能性はあると思い

ます。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

 ちょっと間違わないでほしいんですけども、

私は監督職員を責めているわけではなく、監

督体制、つまり、もっと多くの監督員が現場

に常駐していれば、このようなこともなかっ

たんちゃうんかなと。 

 ちなみに、現場で主に工事の監督されてい

た方の人数とか、教えていただけますでしょ

うか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

 今回の体制につきましては、市の監督職員

が３名、それと発注者支援業務の現場技術員

１名の合計４名体制で監理をしておりました。 

 以上です。 
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○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

 その人数体制は、市からしたら適切な人数

だったと思いますか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

 先ほど議員がおっしゃられたように、工事

施工中、全ての箇所、それから全ての時間を

現場でずっと監理、監視することは、実際は

物理的にできなかったんじゃないかなと、ま

ずはそう思っています。 

 その上で、今回の事業の人員体制を部内で

も協議したんですが、発注者支援業務により

１名追加できたこと、それから、土木経験が

豊富にある職員での施工を行えたことを考え

ますと適切であったと、そういうふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）私は素人なんですけど

も、少なかったんちゃうんかなと。もうちょ

っと多かったら目が行き届いたんちゃうんか

なというのは勝手に思っておるんですけども。 

 では、次に、二点目の審査会に移りますが、

まず、慎重に検討しているとのことですけど

も、何を、どのように検討していますでしょ

うか。 

○議長（森下伸吾君）副市長。 

○副市長（小原秀紀君）今回の件については、

難しい事案となっております。他市の例でも、

指名停止によって訴訟になって、市が敗訴す

るというような例もありますので、そこら辺

について、本当に指名停止の基準に該当する

かという点について弁護士とも相談しながら、

判例でありますとか他市のそういった情報収

集をしながら、現在、検討を進めているとこ

ろです。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）分かりました。 

 ほんなら、ちなみにその審査会の結論とい

うのは、いつ頃決定する見込みか分かります

か。 

○議長（森下伸吾君）副市長。 

○副市長（小原秀紀君）時期については今、

いつというのは言えないんですけれども、弁

護士との協議についても大分進んできました

ので、その結果が出次第、処分するかどうか

については結論を出したいというふうに考え

ております。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

 これちょっと、市民からよく最近、「垣内さ

んやったらどうよ」ということで、よく聞か

れるんですけど、部長にちょっとお聞きした

いんですけど、個人的な見解で結構なんです

けど、もし部長が家を建てます、そこの土地

を造成せなあかん、造成工事が必要な場合、

この受注者に頼みますか、と僕よう聞かれる

んすけど、部長はどう思いますか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

 今回のケースと自分が家建てるときのケー

スは違いますので、ちょっとその辺お答えし

かねます。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。

十分理解しております。 

 市民目線で考えると、こんな業者に二度と

頼まない、頼んでほしくないということです。

でも、公共事業であれば、入札要件に合致し

ていれば再度落札されてしまうという可能性

があるというのも聞かせてもろうてます。 

 では、三点目に移ります。 
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 今回の造成用地の施工中、不具合が一因で

撤退企業が出ているということにつきまして

は非常に残念なことですが、企業に報告した

のはいつ頃になりますでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

 企業にその内容を報告したのは令和６年４

月から、お申し込みいただいている企業に説

明を行いました。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

 私はこの根株盛土問題については、昨年

2023年12月に市民から情報提供いただき、企

業誘致室に確認すると、現状、根株、盛土に

問題があると聞いたので、少しでも早く進出

予定企業に説明に行って今の状況を話をすべ

きやと企業誘致室に話をし、今年２月28日に

前企業誘致室長が僕に現状説明したいと来て

くれたときにも、とにかく早く進出予定企業

に現状説明に行くべきやとお願いしました。 

 進出企業の社長としては、新しく工場を建

て、進出するには命がけです。じっくり計画

を立て、判断し、決断して来てくれます。何

があったとしたかって、最終的には社長の責

任になるからです。もし僕が進出企業の社長

であれば、どんなことでも正直に教えてほし

いです。それが今後のお互いの信頼関係につ

ながると思うからです。 

 が、市は令和５年９月に盛土にとって大切

な締固め度のデータがないのも分かっていた

にもかかわらず、なぜ私がお願いした進出企

業へのいち早い説明に行ってくれなかったの

かなとちょっと思うんですけども、そこら辺

はどうでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

 当時にちょっと遡りますと、様々な対応方

法につきまして市の内部とか和歌山県等とも

協議を重ねて、その結果、当時、工事施工中

であったこともありまして、調査結果や是正

内容等の対策がないまま企業に説明をします

と、かえって不安をあおることになってしま

うとその当時は考え、調査結果や是正内容な

どの対策を決定した上、報告に上がろうとい

う結論で、見送ったところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

 この三点目で聞きたかったのは、企業が撤

退をするきっかけをつくったのは、そもそも

何が原因で、その原因はどこがつくったのか

ということです。いかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

 今回の施工管理の不具合によるものも、今

回撤退した一因であるというふうには考えて

おります。調査及び是正結果については企業

に一定の理解をいただいておりまして、撤退

は企業において最終的には総合的に判断され

た結果となっておりますので、本市において、

そこら辺、どこの責任やというところは今は

申し上げることはできません。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）では、今回、説明に行

ってくれとるけども、迷惑とか被害を受けて

いるのは誰になるでしょうか。どこになるで

しょうか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

 被害を受けているというところでございま
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すと、現時点で損害がどこかに発生したかと

いうところはどこにも損害を発生しておりま

せんので、どこが損害を被っているかという

ことに関しては今はないと思います。 

 ただ、今後その土地が売れなくなった、そ

ういうことになりますと、当然その造成につ

きましては市民の税金で賄っていることにな

りますので、最終的な市民にそういうものが

行くというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。

そうなんですよ、最終的にはね。市が負担す

る分に関しては、もし売れ残った場合は市が、

市民が負担を負うということになるというこ

とですね。 

 仮に市が損害をかぶることになった場合、

この原因をつくった受注者、ＪＶに対して損

害賠償請求を求める用意はありますでしょう

か。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。 

 先ほど副市長からも申し上げたとおり、今、

状況としてはまだ結論が出ていない、そうい

う状況となっておりまして、今後は慎重に対

応すべきことと考えておりますので、その部

分についてはお答えすることはできないです。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

 これ最後の質問になりますか、五点目です

が、私が言っているのは、盛土の是正措置に

ついてただしているのではなく、もっと大事

なことを検証しませんかという質問です。 

 どういうことかといいますと、この造成工

事の計画から設計、施工に至る一連の経過に

ついて、事業規模、入札方式、工事監督体制

その他について、一旦、第三者による検証を

行い、問題点や課題を整理した上で、今後あ

るべき姿を提言していただくことが、橋本市

発注工事の将来につながると思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）副市長。 

○副市長（小原秀紀君）今回の工事について

はいろいろ問題が発生したわけなんですけれ

ども、それについては、市の現場の担当職員

が適切な時期に適切に是正をしていただいて、

問題点については全て解決しているというふ

うに私は思っております。 

 そういう点で今回、問題点についてはいろ

いろあったんですけれども、今後については、

そういった問題点の是正あるいは教訓、そう

いうのを糧にして、今後また工事を進めてい

くということも考えていかなければならない

と思っております。 

 そういう点で、今後も適切にそこら辺につ

いては市としての対応を考えていきたいとい

うふうに思っております。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。

市の考えはよく分かりました。けども、私自

身、理解したということではないんですけど

も。 

 最後になりますが、この造成工事をする前

には地鎮祭をしたと思います。その土地の神

様に対し事故のないようお願いし、橋本市民、

あの土地を大切にしていたご先祖様が喜んで

くれ、よかったなとほほ笑み、また、進出し

ていただく企業全社が繁栄していただけるよ

うな土地になるよう祈願されていたと思いま

すが、僕自身、今の状況を見て、神さんやご

先祖さんはほんまに喜んでくれとんかなと、

神さんは見とんちゃうんかなというのは思い

ます。 

 前回も申しましたが、今回の事例は、今後、
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橋本市発注工事の信頼性や信憑性に関わる問

題であり、今後このようなことが発生しない

ように、信義、誠実の下、公共工事が行われ

ることが最終的に市民の利益につながると考

えています。 

 受注者、ＪＶに対する指導のみならず、受

注者の選定基準や入札の仕組み、市の監督体

制などについても改善の余地があると思いま

すので、今後とも橋本市の将来を見据えた建

設行政などに期待したいものでございます。 

 そして、私の議員としての職務・職責は、

橋本市の発展と、橋本市民の不安、不信、そ

して不満を少しでも解消し、笑顔あふれる元

気なまちをつくるのも仕事と考えていますの

で、市当局におかれましては今後も誠実な対

応をよろしくお願いいたしまして、私の一つ

目の質問は終わらせていただきます。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、第

２期橋本市立小中学校適正規模・適正配置基

本方針に対する答弁を求めます。 

 教育部長。 

〔教育部長（岡 一行君）登壇〕 

○教育部長（岡 一行君）第２期橋本市立小

中学校適正規模・適正配置基本方針について

お答えします。 

 第２期橋本市立小中学校適正規模・適正配

置基本方針は、子どもたちによりよい学習環

境を整えるために教育委員会が策定しました。

現段階では市として政策決定されたものでは

ありませんが、学校再編の方針を保護者等に

お伝えしたところ、様々なご意見等を頂いた

ところです。 

 第２期基本方針を見直すのか否かについて

ですが、頂いたご意見等を踏まえ、現在、教

育委員会議において学校再編の方針について

見直しを図っています。見直した内容は保護

者や地域等の皆さんに改めて説明する予定で

すが、見直しした第２期基本方針をベースに

（仮称）橋本市の新しい学校づくり推進計画

の策定に取りかかり、パブリックコメントや

政策審議に諮った後、市としての推進計画が

定められます。 

 そこで、教育委員会では、学校再編の目標

年度の見直しや学文路小学校と清水小学校の

再編統合及び境原小学校と城山小学校の再編

統合について変更協議を開始しています。 

 まず、学校再編の目標年度については、中

学校区別に令和９年度から令和11年度として

いましたが、第２期基本方針の変更協議に時

間を要することから、（仮称）橋本市の新しい

学校づくり推進計画の策定時期については、

令和７年３月の目標から令和７年12月以降に

ずれ込むと考えています。 

 当該推進計画の策定時期の変更と学校再編

の事務量や体制を考慮した各中学校区での学

校再編の目標年度の変更について、検討を進

めています。 

 次に、学文路小学校と清水小学校の再編統

合については、学文路小学校、清水小学校、

橋本小学校の３校による再編統合の検討を進

めています。 

 最後に、境原小学校と城山小学校の再編統

合については、学校適正規模の考え方及び境

原小学校の災害対策から学校再編を進めると

していましたが、改めて児童の安全のための

災害対策実施について検討を進めるとともに、

再編統合の時期を延長した上での境原小学校

と城山小学校の再編統合の検討を進めていま

す。また、併せて、紀ノ光台地区の指定校変

更についても検討を進めてまいります。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君、再質問

ありますか。 

 10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。

時間も押し迫っていますので、答弁いただい

た、境原小学校の再編統合を延期していただ
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けるということで、ちょっとあの地域の皆さ

んのことを理解していただけたのかなと思っ

てうれしく思いますけども。ありがとうござ

います。 

 それでは、再質問なんですけども、境原小

学校について、改めて児童の安全のための災

害対策の実施を検討するとのことですが、具

体的にはどのような対策を検討されています

でしょうか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）お答えいたします。 

 校舎東側斜面についてのハード対策につい

て検討しております。万が一、土砂災害が発

生した場合に、崩れてきた土砂を受け止める

ための擁壁を設置できないかと、市内部で協

議していきたいと考えております。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

 説明会ではハード対策の設計から工事まで

は約３年の期間を要すると話がありましたの

で、ぜひ東側、お寺側の斜面の対策について、

実施に向けた検討をよろしくお願いします。 

 再質問の二つ目なんですけど、学校再編の

目標年度見直しについて変更協議を開始する

という答弁がありましたが、境原小学校につ

いては再編統合の時期をいつ頃まで延長され

ますでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）お答えいたします。 

 現時点では検討段階のため、いつ頃という

のを今はっきりとお示しすることはできませ

んが、災害対策の計画化の状況や全体的な学

校再編の目標年度の変更の協議の中で、見直

し案を教育委員会議に諮りたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

 地域からも意見がありましたが、境原小学

校の児童数が増えていますので、支援の必要

な子どもたちのことも含め、ゆっくり時間を

かけて考えてほしいと思います。 

 最後の質問になりますが、紀ノ光台地区の

指定校変更についても検討を進めていくとあ

りましたが、紀ノ光台の子どもが境原小学校

に通うにあたって、バス通学の補助は出せま

せんでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）お答えいたします。 

 バス通学への補助は、スクールバスの運行

と併せて、学校再編に伴い廃校となる学校の

児童の通学に係る負担を軽減するために改善

を図るものとなっております。 

 今回、第２期の基本方針で、廃校の対象と

なる小学校の場合はこれまでの３キロから２

キロと距離を変更しているものの、廃校の対

象にならない現行の小学校の場合は国基準の

４キロとなっております。そのため、現状の

紀ノ光台からは境原小学校までの通学距離で

は距離が足らず、バス通学の補助の対象にな

らなく、対応はいたしかねるところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君。 

○10番（垣内憲一君）ありがとうございます。 

 しかしながら、教育委員会が主張する、通

学距離のルールがあるということは理解でき

ますが、私はこれには納得しておりません。 

 今回、境原小学校が適正規模の学校再編の

対象になると公表されたことで、子どもや保

護者、地元地域には大きな困惑を招くことに

なりました。境原小学校は地域の皆さんが大

事に思い、地域全体となって子どもを育てて

います。地域では境原小学校がなくならない

よう、学校再編に反対する署名活動も行われ

ています。 
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 ぜひとも地域住民の意見を酌み取っていた

だいて、第２期基本方針の見直しをしていた

だきたいと思います。 

 これで私の一般質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

○議長（森下伸吾君）10番 垣内君の質問は

終わりました。 

 この際、10時40分まで休憩いたします。 

（午前10時26分 休憩） 

                     

（午前10時40分 再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番２、11番 岡本君。 

〔11番（岡本安弘君）登壇〕 

○11番（岡本安弘君）皆さま、おはようござ

います。 

 新政会、岡本安弘でございます。しばしの

お付き合いのほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、議長のお許しを頂きましたので、

通告に従いまして一般質問を始めさせていた

だきます。 

 高野口中学校は私が中学３年生のとき、旧

高野口町の３中学校、高野口中学校、応其中

学校、信太中学校を廃止し、統合中学校とし

て開校しました。各中学校から公平となるよ

う、高野口町のほぼ中央、高野口地区、応其

地区、信太地区の境目の山を切り開き、整備

したものです。ただ、ひたすら山に向かって

歩いていく通学路はあまりにも遠く、最後の

上り坂は特に厳しかった記憶があります。 

 当時15歳だったいたいけな少年も41年の歳

月が経過し、仮に今の自分が徒歩で通学する

ことを想定したとき、決して歩いて行きたい

距離ではないし、また、安全とは言えません。

そもそも立地に問題があり、生徒の大半は土

砂災害警戒区域の急傾斜地、土石流警戒区域

を通って通学しないといけません。また、近

隣の工場に出入りする、金属を積載した大型

トレーラー等が度々通過します。 

 市の学校の在り方については、橋本市立小

中学校適正規模・適正配置計画に公表されて

いますが、各方面から様々な意見を頂いてお

り、結局、議論が子どもたちや保護者の声の

届かない場で行われたのではないかと感じて

います。 

 高野口中学校の建屋は新耐震基準施行前の

昭和56年、敷地は無理な造成工事からか地盤

が下がり、以前からクラック等が発生してい

る場所があります。教育委員会では現地への

建て替えなども含め検討していくようですが、

校区では有志が移転についての署名を集めて

いると聞いております。 

 そこで、お伺いいたします。 

 １、未来を担う子どもたちの学びやとして

は砂上の楼閣ではないかと感じており、耐震

診断、土壌調査が必要と考えます。また、現

地に建て替えも一つの案であるのであれば、

客観的な根拠を示していただきたい。 

 ２、専門家、保護者、地域住民などを含め

た高野口中学校の移転・改築の検討委員会設

置などについて、新年度の予算で事業化をし

ていただきたい。 

 以上、壇上からの質問を終わらせていただ

きます。明確なご答弁をよろしくお願いいた

します。 

○議長（森下伸吾君）11番 岡本君の質問、

高野口中学校の移転・改築に対する答弁を求

めます。 

 教育部長。 

 暫時休憩いたします。 

（午前10時43分 休憩） 

                     

（午前10時45分 再開） 
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○議長（森下伸吾君）再開いたします。 

 教育部長。 

〔教育部長（岡 一行君）登壇〕 

○教育部長（岡 一行君）高野口中学校の移

転・改築についてお答えします。 

 一点目の、現地での建て替えの場合の客観

的な根拠についてですが、平成22年（2010年）

に高野口中学校校舎は耐震補強工事を実施し

ており、当時の耐震診断では、建物の耐震性

能を示す指標であるＩｓ値が0.7以上となっ

ていることから、改めての耐震診断を行うこ

とは考えていません。 

 また、土壌調査については、建設時の昭和

55年に建設予定地５箇所で地質調査を行って

おり、主に砂礫層が約10メートル程度ある地

盤であることから、年数は経過しているもの

の地層の構成は大きく変わっていないものと

推定できます。よって、現在のところ、土壌

や地盤に関する調査を改めて行うことは考え

ていません。 

 二点目の、専門家、保護者、地域住民を含

めた高野口中学校の移転・改築の検討委員会

設置及び新年度の予算での事業化についてで

すが、本年度実施している耐力度調査の結果

を基に、高野口中学校の長寿命化改良事業や

改築事業などの方針を検討します。 

 近日、多くの有志の方々による校舎移転を

求める要望に来られることから、その要望書

を受けた上で適切に判断していきたいと考え

ています。 

○議長（森下伸吾君）11番 岡本君、再質問

ありますか。 

 11番 岡本君。 

○11番（岡本安弘君）明確なご答弁ありがと

うございます。 

 ちょっと確認ですけども、耐震補強工事は

平成22年（2010年）、約14年前に実施している

と。そして、改めて耐震診断を行う考えはな

いと。土壌調査についても、昭和55年に建設

予定地５箇所で地質調査を行っているので、

そしてまた、主に砂礫層が10メートル程度あ

る地盤なので地層の構成は大きく変わってい

ないと推定できるために、土壌や地盤に関す

る調査についても改めて行う考えはないとい

うようなご答弁でありました。 

 そんな中で、先日、開会日の９月２日の後、

文教厚生建設委員会のほうで、紀見北中学校

と高野口中学校の現状をちょっと見せていた

だいたんですけど、その中で、一点ちょっと

画像のほうをお願いしたいんですけども。 

 これが東側のトイレのちょうど南側になる

んですけど、これ見てびっくりしたのが、か

なり開いている、そして下がっている。何か

取りあえず鉄板当てて、これが気休め程度に

なるのか補強になっているのか分からないで

すけど、一応、仮留めじゃない本留めなのか

な、一応施工はしていただいているんです。 

 現状こんかい下がっているという、土壌が

何かしらあって下がっているということなの

かなというふうに思っています。 

 そして、そんな中で先月、南海トラフ地震

臨時情報なんかも発表されておりますし、本

市においては和泉山脈に中央構造線断層帯な

んかもありまして、いつ活動が起こっても不

思議ではない状況であるというふうに思うん

ですけれども、そんな中ででも、現在の校舎

で子どもたちは授業を受けております。 

 画像にもありましたように、段差もついて

下がっているというところで、44年前の調査

結果を基に大丈夫なんですというふうなご答

弁なんですけど、さすがにちょっとデータ的

にもかなり以前のものであるので、大丈夫で

あるというのはちょっと言い難いのかなとい

うふうに思います。 

 現にこうやって段差がついて、開いて下が

っている状態ということは、やはり土壌の中
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で何かしら変化があるんじゃないかなという

ふうに思うんです。不同沈下と言っていいも

のか分からないですけど、そういうものも考

えられるというふうに思います。 

 44年前の調査結果においては、今の親の気

持ちとして、この学校に本当に通わせて大丈

夫なのかなと。教育委員会として、安心して

ください、大丈夫ですよということを果たし

て言えるのかなというふうに思っているんで

すけど、そんな中で、やはり土壌とか地盤に

ついて再度調査をしていただきたいというふ

うに思うんですけれど、その点についていか

がですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）お答えいたします。 

 今回、私たちは、ご質問いただいたことも

ありまして、このたび高野口中学校の耐力度

調査を委託している専門業者に今回聞き取り

を行いました。外壁部分には実際クラックは

多数存在するんですけども、今回、不同沈下

が要因で、クラックはなく、周囲の陥没もな

いことから、不同沈下とひび割れの関連性、

進行のおそれの有無についての調査は不要と

いう見解を頂きました。 

 これによりまして、現在のところですが、

我々としましても再度の調査は考えていない

ところです。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）11番 岡本君。 

○11番（岡本安弘君）不同沈下というのは不

均一に沈下することなんですけど、それとの

クラックとかの関わりはないというふうな、

助言というのか、その点についての調査は不

要ということなんですけど、実際に、でも、

校舎自体が下がって、口も開いているという

のは事実でありまして、調査をした昭和55年

以降、例えば阪神・淡路大震災などの震災で

地盤なんかも多少やっぱり揺れたりして、変

化もあるんじゃないかなと思うんです。やっ

ぱ内部で何かしら起こっているから建物が下

がっているということやと思うんです。 

 不同沈下でなくてでも、やっぱり44年たっ

て。やっぱり見えにくいところです。陥没が

なければオーケーかということでもないです

し、やっぱり何かしらあるから下がっている

というふうに思うんです。 

 そんな中で今、調査において、そういった

助言なんかも頂いている中で、今、再度お答

えを求めて、どうですかというのもなかなか

お答えも難しいのかなと思うので、その辺も

うちょっと調査というか聞き取りとか、いろ

んな様々な人にもう一度聞き取りなんかして

いただいて、また、土壌とか地盤の調査につ

いて、いま一度ちょっとまた検討していただ

きたいと思うんですけど、その辺については

いかがですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）お答えいたします。 

 本市は将来保持する施設につきましては、

劣化状況を把握して、対応等の優先順位を参

考とする老朽調査というのをまた別に行って

おるんですけども、高野口中学校もこれ令和

５年度に実施しています。 

 この老朽調査の周期は３年ごとに実施する

となっておるんですけども、施設管理者等が

必要と認めた場合はこの限りではないとなっ

ておりますので、技術系の職員とも相談しま

して、高野口中学校につきましては老朽調査

を１年ごとに実施しまして、段差部分の進行

がないかどうかというのを経過観察をしたい

と考えております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）11番 岡本君。 

○11番（岡本安弘君）経過観察をしていただ

けるということなんですけど、今、もし地震

が来た場合、夜でなくても昼でもあるかも分
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かりませんし、子どもたちが学習していると

きかも分かりません。そんな中でもし地震が

来たときに、今、先ほど、口が開いていて下

がっていた部分というのも、もしかしたら倒

れる危険性もあるかも分かりません。 

 老朽調査を実施して経過観察していくとい

うのももちろん重要ではあるんですけれども、

やっぱりそもそも何で下がったのかという根

本的な調査というのがなければ、結局あまり

意味が。意味がないということもないんです

けど、若干薄れてくるのかなと思いますので、

その辺もちょっと考慮していろいろご検討い

ただきたいと思いますので、その点は申し添

えておきます。よろしくお願いいたします。 

 次に、平成22年（2010年）、高野口中学校の

校舎は耐震補強工事を実施して、当時の耐震

診断では、建物の耐震性能を示す指標である

Ｉｓ値が0.7以上となっております。Ｉｓ値が

0.6以上で大規模な地震に対して倒壊や崩壊

の危険性が低い建物であるという数値であり

ます。 

 このＩｓ値がもし0.6未満である場合は倒

壊や崩壊の危険性がある建物となってくるわ

けなんですけれども、高野口中学校の校舎は

耐震診断をしてから約14年が経過しています。

診断したその当時、10年前の校舎は今ほど傷

んでなかったんじゃないのかなというふうに

考えるわけなんです。 

 逆に、今のように傷んでいたのであれば、

それはそれでまた別の問題になるのかなと思

うんですけど、約14年の間にもかなり校舎内

に変化があるんじゃないかなというふうに考

えます。 

 文部科学省の「耐力度調査改定Ｑ＆Ａ」と

いうものの中に、「耐震診断を実施してからか

なり年数がたっていますが、その結果を用い

てもいいでしょうか」という問いがありまし

て、その答えというのが、「結構です。ただし

診断時から建物の状態が変化したり、新たな

欠陥が発見された場合には、改めて耐震診断

を実施してください」というふうになってお

るわけなんですけど、変化がなければ以前の

耐震診断の結果を耐力度調査に使用してもよ

いということなんですけれども、ご答弁では

改めて耐震診断を行う考えはないということ

なんですけれども、高野口中学校の校舎の現

状を今見て、約14年間経過した中で、診断時

から建物の状態が変化したり新たな欠陥が発

見されていないという認識でよろしいですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）お答えいたします。 

 そのような認識で今現在おります。 

 文部科学省のＱ＆Ａで、10年前に旧耐震基

準に基づいた耐震診断を実施し、判定委員会

の判定を受けている場合、この耐震診断結果

が有効なのかという問いに対して、10年前と

建物の現況に技術的に大きな変化、これは耐

震壁の撤去をした場合を挙げられているんで

すけども、これがなければ当時の耐震結果が

有効ですという回答があります。 

 つまり、建物の状態が変化したり大きな欠

陥が発見された場合とは、構造に関わる柱を

抜いたりするなどの大規模な改修を実際にす

る際に、再度、耐震診断を実施してください

という見解でございます。 

 耐震補強から約14年が経過しているんです

けども、構造に関わる大規模な改修は実施し

ていませんので、診断時から建物の状態が変

化したり新たな欠陥が発見されていないとい

う認識でおります。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）11番 岡本君。 

○11番（岡本安弘君）ご答弁ありがとうござ

います。 

 文部科学省のＱ＆Ａでは、技術的に大きな

変化がなければ耐震診断結果は有効というふ
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うになっておるんですけど、ご答弁では、構

造に関わる柱を抜いたり大規模な改修を実施

していないので、再度、耐震の診断を行う必

要はないというふうな認識というか見解やと

いうふうにお答えいただいたんですけど、確

かに、耐震壁とかを撤去したりとか構造に関

わります柱を抜いたというふうな大規模な改

修は実施していないんですけれども、耐震に

関わる柱やはりとか躯体部分について、やは

り約14年間の間に傷みが進んでいるのではな

いのかなというふうに感じておるところです。 

 今の高野口中学校については、通常の経年

劣化をしてきた14年であればいいんですけど、

かなり10年前から雨もり等もさらにひどくな

ってきている状態で、通常の傷みではないん

じゃないのかなというふうにも感じておると

ころなので、やはり再度の耐震の診断という

ところが必要ではないのかなというふうに思

っているんですけれども、その辺については

いかがですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）お答えいたします。 

 耐震診断は、新耐震基準、昭和60年施行以

前の建物について、地震に対する安全性を構

造力学上診断するものであり、高野口中学校

は平成22年度に耐震補強を実施しております。 

 一方、耐力度調査は、建物の構造耐力、経

年による耐力・機能の低下、それと立地条件

による影響の三点の項目を総合的に調査し、

建物の老朽化を総合的に評価するものであり

ます。現在、議員おただしの建物の老朽化の

調査を行っているところです。 

 現時点では長寿命化改良工事か改築かの方

針は出ていないんですけども、これ、もしな

んですけども、耐力度調査の結果で今現在の

校舎を長寿命化していくという方針にもしな

った場合なんですけども、その場合は外廊下

を囲む形になるので、今後30年以上あの建物

を使用していくということがありますので、

その場合になったときは、その時点で耐震診

断を実施するかというのをもう一度、技術系

の職員と相談しているんですけど、その場合

は再検討する可能性がございます。それを見

て判断したいと考えます。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）市長。 

○市長（平木哲朗君）議員の質問にお答えし

ます。 

 正直に言って、もう耐力度テストの結果を

見て判断をしていきたいと思っています。も

しも駄目であれば、改築という形で進めてい

きたいと思っています。17日に署名を持って

きていただけるので、皆さんの意見もお聞き

した上で、判断、どういうふうにしていくか

というのを考えていきます。 

 もし改築となった場合は、教育委員会だけ

に任すのではなくて、市長部局と連携してＰ

Ｔをつくって、高野口中学校、例えば改築に

なった場合、今の生徒数に合わせて現状どれ

だけの教室が要るのか、必要な特別教室はど

れぐらい要るのか、生徒指導室はとかという、

どれだけの大きさのものがあるのかというこ

とを、今、建設部に指示をして、そして、ど

れだけの面積が要るのかということを調査さ

せようと思っております。 

 これに関しては財源を取りに行かなあかん

ので、文部科学省との交渉にも入っていきま

す。その中で、どこに建てるかはまた別とし

て、そういうふうに考えていきたいと思いま

すし、例えば耐力度テストが通った、ただ、

長寿命化するときに10億円、20億円のお金が

かかるというのであれば長寿命化はしません。 

 果たして今の建物で、長寿命化した後40年

持たさなあかんと言われたとき、私も学校を

見て、無理かなというふうに思いますし、恐

らく３年から５年ぐらいいろんな調査をして、
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文部科学省に補助金申請して認められてよう

やく動き出しますので、そういうことも踏ま

えながら、ちょっと内部で協議をしていきた

いと思います。 

 その間の修繕については、３年から５年と

いうことなので、その間に必要最低限の修理

はしていくという形でいきたいなというふう

に思います。全てやると、耐震診断やって欠

陥がいろいろ出てきたときにそれ全部直すと

なると、ものすごいお金かかると思いますし、

構造上あそこはやっぱり、何でこんなん建て

たんやなという思いが非常に強いので、そう

いうことも含めて検討させていただけたらな

というふうに思います。 

 高野口中学校については、教育委員会に任

せるのではなくて、建て替え、改築という、

長寿命化になるにしても、市長部局も入って、

それからきちんと計画を立ててやっていくと

いうことになっていくと思います。 

 また、３年、５年を経過して建て替えると

なった場合には、もう在校生がほぼいないと

思うので、例えばこれから、応其小学校であ

るとか高野口小学校の保護者の皆さんにも意

見を聞かなあかんなというふうにも思ってい

ます。 

 予算つけろという話でしたけど、そこのや

っぱり整理をして、計画的に進めていくとい

う事業にしたいと思っておりますので、10月

ぐらいに結果が出ます。そうなればすぐに行

動に移しながら、また、文部科学省や国会議

員の力を借りて予算の確保をしていきたいと

思います。 

 そして、一つ気になっているのが、本当に

応其中学校の後に建てることについて、近隣

の人たちが本当にオーケー出してくれるのか。

3,000平方メートル以上になると開発許可が

要るので、例えば道を今の1.5倍にせいとか、

いろんな問題が出てくるので、その辺も整理

した上でまた検討委員会、いっぺん保護者の

皆さん、関係者と協議をしていただく。 

 運動場が造れないとなったときにどこに運

動場を、隅田中学校のテニスコートを学校の

外に造ってやるのと一緒で、その場所をどこ

にするのか。恐らく校舎建てて体育館、もう

プールはレインボーを使うてもらうしかない

かなというふうにも思いますけど、そういう

ふうないろんな様々な協議をした上で、また

正式にこういう形になりますとなったときに

検討委員会をつくって、また皆さんの意見も

聞いた上でやっていけたらなというふうには

思っています。 

 ちょっと陳情より先に言ってしまったので、

よかったんかなとは思いますけど、とにかく、

結構大変な事業が多いので、そこを地元の同

意も取ったり、いろいろしていくというプロ

セスも踏んでいかなあきませんので、ご理解

いただきたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）11番 岡本君。 

○11番（岡本安弘君）市長、ご答弁ありがと

うございます。何点かまた再質問を考えとっ

たんですけど、いろいろ考えていただいてお

りますので、今日はこの辺で終わっておきた

いと思います。 

 保護者の方とかはもう、応其小学校とか中

学校の父兄の方にもお話も聞いていただいて

とか、検討委員会とかそんなお話も頂いたの

で、もちろん耐力度調査が終わってからにな

ると思うんですけど、その辺またいろいろ地

域の方ともご協議しながら、また市長部局で

もご協議しながら、いいほうに進んでいって

いただきたいと思いますので、どうかよろし

くお願い申し上げます。 

 私の質問は終わります。 

○議長（森下伸吾君）11番 岡本君の一般質

問は終わりました。 

 順番３、12番 小林君。 
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〔12番（小林 弘君）登壇〕 

○12番（小林 弘君）皆さま、改めまして、

こんにちは。 

 議長のお許しを頂きましたので、一般質問

をさせていただきます。 

 一般質問に入る前に、市長はじめ市の職員、

本当にせんだってのサマーボール、現場から

見せていただきまして、皆さん来場者に対し

て笑顔で対応されたり、一生懸命やっておら

れましたことに対し、本当に心から御礼を申

し上げたい。大変いいお祭りであったと私は

思いました。ありがとうございます。 

 それと、せんだってから台風10号が橋本市

のほうへ来るぞということで、何かもううわ

さではもう室戸台風並みの被害が出るんじゃ

ないかということで、私、月曜、火曜、水曜

という段階で大腸検査する予定をしていたん

ですけども、これもいつ台風来てもおかしな

いなということでキャンセルさせていただき

まして、結局１週間、台風が来るんじゃない

かということで、橋本市もいろいろな対応で

大変だったと思います。 

 これに対しましても、早い段階の避難所開

設なんかもしていただきまして、本当に心か

ら感謝を申し上げたいと、そのように思って

おります。ありがとうございました。 

 本題に入らせていただきます。私の質問は

一つでございまして、一つは、南海トラフ地

震の対策状況はということでございます。 

 ８月８日16時43分頃に日向灘を震源とする

マグニチュード7.1の地震が発生し、南海トラ

フ地震の想定震源域では大規模地震の発生可

能性が平常時に比べて相対的に高まっている

と考えられたことから、気象庁から同日19時

15分に南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注

意）が発表されました。 

 その発表に伴い、市の危機管理室では情報

収集体制を取られたとお聞きしています。ま

た、市民が地震への備えに飲料水などを求め、

市内の一部のスーパーからは飲料水が全くな

くなってしまう状況であったというところを

見させていただきました。 

 そこで、質問をさせていただきます。 

 今後30年以内に発生する確率が70％から

80％と言われる南海トラフ地震への対策状況

について伺います。 

 １、南海トラフ地震に対する市の備蓄状況

は。 

 ２、市民が備える食糧等はどの程度必要か。 

 ３、備蓄品と市の今後の備えの考えは。 

 よろしくお願いいたします。壇上はこれで

失礼いたします。 

○議長（森下伸吾君）12番 小林君の質問、

南海トラフ地震の対策状況に対する答弁を求

めます。 

 危機管理監。 

〔危機管理監（大岡久子君）登壇〕 

○危機管理監（大岡久子君）南海トラフ地震

の対策状況はについてお答えします。 

 まず、一点目の、南海トラフ地震に対する

市の備蓄状況ですが、本市では、南海トラフ

地震よりも被害想定がより大きな中央構造線

断層帯を起源とする地震が発生した場合の被

害を想定し、南海トラフ地震における避難者

数3,500人の想定に対し、中央構造線断層帯の

避難者数を最大２万2,211人と想定し、橋本市

災害備蓄計画を策定しています。 

 この計画における主な備蓄品の目標数量は、

飲料水が500ミリリットル換算で９万3,310本、

食糧が４万6,643食、仮設トイレ1,150台、ト

イレ処理セット23万3,800回分としており、被

災者の避難生活に必要な物資の備蓄、調達に

努めています。 

 次に、二点目の、市民が備える食糧等はど

の程度必要かについてですが、市では、食糧

や飲み水等の家庭備蓄及び非常持ち出し品の
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準備を最低３日分、できれば７日分、要配慮

者なら２週間分の備蓄を勧めており、市民の

皆さんに講話等を通じ、日頃の備えを啓発し

ています。 

 具体的には、飲み水については一人当たり

１日３リットル必要とし、また、食糧の家庭

備蓄については、ふだんの食品を少し多めに

買い置きしておき、賞味期限を考えて古いも

のから消費し、消費した分を買い足すことで

常に一定量の食品が家庭で備蓄されている状

態を保つためのローリングストックという方

法を備えとして啓発をしています。 

 最後に、三点目の、備蓄等、市の今後の備

えの考えはについてですが、令和６年度から

７年度にかけて平成28年度版地域防災計画の

改訂をすることから、橋本市災害備蓄計画の

見直しも併せて行い、新たな備蓄計画に沿っ

た被災者の避難生活に必要な物資の備蓄、調

達に努める考えですので、ご理解のほどよろ

しくお願いします。 

○議長（森下伸吾君）12番 小林君、再質問

ありますか。 

 12番 小林君。 

○12番（小林 弘君）どうもありがとうござ

います。 

 本当に、いよいよと、ああいう地震が起こ

ると、備えていかなあかんなというのが自分

自身もひしひしと思っております。 

 先般から防災士の会なんかも入れていただ

きまして、先般、かつらぎ町の祭りですか、

ＪＡまつりに行かせていただいたときに、自

衛隊のいろいろ訓練、三つぐらいありました

けども、ロープワークとか止血、また、簡易

担架の作り方なんか習いまして、すごい勉強

になったなと思っております。 

 再質問させていただきます。 

 初の南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注

意）の発表に伴い、本市としてどのような体

制を取ったのか、お聞かせください。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

 ８月８日の地震発生から、８月15日17時の

政府としての特別な注意の呼びかけ終了を受

け和歌山県の24時間警戒体制が終了されるま

での間、危機管理室による24時間の情報収集

体制を取りました。 

○議長（森下伸吾君）12番 小林君。 

○12番（小林 弘君）ありがとうございます。 

 続きまして、当市は沿岸部から離れている

が、南海トラフ地震の関係自治体に属するの

か、お聞かせください。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進

に関する特別措置法におきまして、内閣総理

大臣より南海トラフ地震防災対策推進地域と

して、国内では707の市町村が指定をされてい

ます。和歌山県は県下全域が指定されている

ため、本市も含まれます。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）12番 小林君。 

○12番（小林 弘君）ありがとうございます。 

 市民が備える食糧等についてお答えいただ

きましたが、要配慮者は２週間分など、その

人に応じた準備が必要だと思います。食糧は

もとより、災害から生命を守るためには、全

ての年代や状況に応じた防災学習の機会が必

要と考えますが、いかがですか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

 議員おただしのとおり、災害からご自分の

身を守っていただくための準備として、全て

の世代や、その方の状況や環境に応じた防災
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学習の機会が必要だと考えます。 

 そのため、職員につきましては平常業務の

中でも防災を意識すること、また、啓発など

の機会、例えば乳幼児健診時に避難に必要な

備蓄を紹介するなど、６月議会のほうでもご

紹介させていただいたと思うんですが、市民

が参画する全ての機会におきまして防災学習

の機会を提供できればというふうに考えます。 

○議長（森下伸吾君）12番 小林君。 

○12番（小林 弘君）ありがとうございます。 

 続きまして、世代に応じた防災学習の機会

でいうと、これからの橋本市を担う小学生、

中学生に対する防災教育は必須だと感じます

が、教育委員会のお考えはいかがでしょうか、

お聞かせください。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田 実君）ただ今のご質問にお

答えします。 

 各学校においては教育計画の中で防災教育、

安全教育ですね、そういう項目を立てて、各

学校において学年に応じた取組みを全ての学

校で行っておるところです。 

 特に、今、テーマにしていただいている内

容については、十数年前から地域と共に防災

キャンプを行ったりすることで、学校だけで

なく地域の方と共に啓発を進めていこうと、

そんな取組みも行っております。 

 また、地域の防災マップ作りを行ったり、

防災関連ゲームのことを授業の中で取り入れ

たり、そしてまた、引渡し訓練を行ったりと、

それぞれの、学校ごとによって取り組み方は

違うんですけれども、しっかりと年齢に合わ

せた取組みを行っています。 

 私としては、これから、いつ何どき起こる

か分からないということも考え、やっぱり自

分の身を守るというのが第一なんですけれど

も、周りの人たちと共に一緒に命を守る行動

ができる、そんな子どもを育成していくこと

が大切だと、そんなふうに考えています。 

○議長（森下伸吾君）12番 小林君。 

○12番（小林 弘君）教育長、ありがとうご

ざいます。本当に、橋本市を担っていく子ど

もたちの安全をしっかりと守れるように、い

ろいろ防災教育をしていってあげてほしいと

思います。 

 南海トラフ地震も含め、今後の災害対応と

して注意すべきことはたくさんあると思いま

すが、その中でも個人個人が災害情報を収集

する上で注意すべきことはということでお聞

かせ願いたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

 災害時には多くの人が不安になりまして、

根拠のないうわさや偽情報、誤情報がＳＮＳ

などを通じ広がりやすくなるというふうに言

われています。災害情報を収集していただく

場合には様々なツールやメディアを利用され

ることと思いますが、インターネット上にあ

ふれる情報の中には不確実な情報が多く存在

しているということをご認識いただきまして、

災害に乗じた、いわゆるデマ情報に惑わされ

ることなく、冷静にご判断をいただきたいと

いうふうに思います。 

○議長（森下伸吾君）12番 小林君。 

○12番（小林 弘君）ありがとうございます。 

 本当に、これ南海トラフ地震って、これか

ら確実に起こってくるんだろうと思います。

これが起こったときの状況というのは本当に

怖くて、せんだってから能登の地震というの

がありまして、そこへ駆けつけた和歌山県の

日赤の先生が、もう避難所に関してはひどい

状況だったということです。備えておっても

そんな状況に陥ってしまう可能性があるので、

本当にいろんな面で頑張って備えていただき

たいなと、お願いします。 
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 私の質問も短いものでございますけども、

最後の締めのメッセージとして、今後起こり

得る南海トラフ地震等の災害から市民自身が

身を守るためには、あらゆる行政分野におい

て防災への意識づけのエッセンスや視点を盛

り込んだ事業実施が必要だと考えております。 

 例えば、学校教育においては毎年必ず全学

年で防災学習に取り組むこと、全ての世代に

対しては避難行動を取るための体力づくりの

機会を創出すること、防災情報の入手には災

害に乗じたデマ情報に惑わされないように注

意喚起を行うことなど、様々な機会を捉えて

市民への防災知識、対応力の取組みが必要で

あると考えます。 

 あらゆる行政分野が啓発強化の連携を行い、

みんなが災害を乗り越えられる、そのような

環境づくりをお願いして、一般質問を終わら

せていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（森下伸吾君）12番 小林君の一般質

問は終わりました。 

 この際、午後１時まで休憩いたします。 

（午前11時27分 休憩） 

                     

（午後１時00分 再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番４、16番 土井君。 

〔16番（土井裕美子君）登壇〕 

○16番（土井裕美子君）それでは、ただ今、

議長のお許しを頂きましたので、一般質問を

始めさせていただきます。 

 今回の私の質問は１項目でございます。橋

本市民病院の経営状況と対応策についてです。 

 橋本市民病院は、平成16年に小峰台に新築

移転後、地域に密着した病院として地域医療

を支え、また、令和元年からの新型コロナウ

イルス感染症の対応についても、しっかりと

公立病院としての役割を果たしてまいりまし

た。 

 しかしながら、コロナ禍以来、その影響も

ありまして、入院、外来ともに大幅な患者減

少に陥っているという報告がありまして、大

変憂慮しているところでございます。 

 平成19年、総務省は全国全ての公立病院に

公立病院改革プランの策定を義務づけました。

また、令和４年３月に公表した公立病院経営

強化ガイドラインにおいては、持続可能な地

域医療提供体制を確保するため公立病院の経

営強化が重要であるとして、全国の自治体に

対し、公立病院経営強化プランの策定を求め

ております。 

 そこで、本市におきましても、令和５年度

から令和９年度の５か年の経営強化プランを

策定し、また、そのプランの見直しは診療改

定を基準に２年ごとに実施するとして、今年

度にその見直しが行われるとお聞きしており

ます。 

 公立病院の果たす役割は、採算性や特殊性

の面からも、民間医療機関では対応困難な医

療の提供や今後も起こり得るであろう新興感

染症への積極的な対応など、地域医療におい

て持続可能な医療体制を確保するという観点

から、公立病院は必要不可欠であります。 

 そこで、現在の橋本市民病院の経営状況、

そして、今後の対応策について具体的にお聞

かせいただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君の質問、

橋本市民病院の経営状況と対策に対する答弁

を求めます。 

 病院事務局長。 

〔病院事務局長（池之内正行君）登壇〕 

○病院事務局長（池之内正行君）橋本市民病

院の経営状況と対策についてお答えいたしま
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す。 

 はじめに、経営状況についてですが、令和

５年度は新型コロナウイルス感染症の５類引

下げ後初めての決算となり、約９億円の赤字

となりました。この主な要因は、入院収益に

おいて、１日平均入院患者数が205.9人、前年

度比14.6人減、入院診療単価が５万6,048円、

前年度比1,995円減、外来収益では１日平均外

来患者数が532.7人、前年度比24.2人増、外来

診療単価が１万2,784円、前年度比708円減と

なり、診療収益全体で前年度比約４億4,800

万円の減収となったことが挙げられます。 

 医業外収益においても、新型コロナウイル

ス関係補助金等が約８億700万円の減収とな

り、訪問看護も含めた病院事業収益全体で前

年度比約13億1,500万円の減収となりました。 

 費用においては、前年度比で人件費が約

4,100万円増、修繕費、委託料、消耗品費等経

費が約7,300万円増、減価償却費が約5,000万

円増えたことが主な要因となります。 

 令和６年度においても、特に医業費用につ

いては、令和５年度以上の人件費の上昇、物

価高騰による影響が見込まれることから、早

急に対策を行う必要があります。 

 具体的な対策として、まず、集患対策では、

地域医療連携の強化を図ります。診療所等へ

の積極的訪問、診療科単位での開業医との勉

強会の再開等、そして、これらを確実に実行

するための体制の強化を10月に実施する予定

です。 

 また、地区公民館と連携を図り、医療、健

康をテーマに市民公開講座等を橋本市内で開

催するほか、かつらぎ町、九度山町、高野町、

五條市でも積極的に開催していきたいと考え

ています。本年４月からはＦＭはしもとにお

いて毎週金曜日８時45分から、様々なテーマ

で医師、看護師等が病院の紹介並びに医療、

健康等に関する情報発信を行っています。聞

き逃した方々のために、市民病院ホームペー

ジで過去の放送を聞いていただけるようにも

なっています。 

 また、地域の中核病院として高度専門的医

療を提供するために、今年度より手術支援ロ

ボット（ダヴィンチ）による手術をスタート

させ、精密な動きと高い安定性により、患者

さんにとってより負担の少ない低侵襲な手術

が行えるようになりました。泌尿器科領域の

前立腺がん手術、外科領域の結腸がん手術、

婦人科領域の子宮摘出手術等がその対象とな

っています。 

 そのほかにＡＩ技術も導入し、より一層の

医療の質の向上が図れるよう、様々な取組み

を行っています。 

 費用面では、増加する人件費に対して、費

用対効果に鑑み、業務量に対する人員の適正

化を図るよう人員配置を見直し、薬剤を含む

材料費についても、物価高騰による値上げ対

策として、同種同効品への切替えをこれまで

以上に積極に行うなど、様々な取組みを行っ

ていきます。 

 最後となりますが、これら取組みも含め、

令和７年度以降の経営方針の見直しも含め、

今年度中に橋本市民病院経営強化プランの見

直しを行い、実効性を持たせ、経営再建に努

めたいと考えています。 

 今後も市民の皆さまにとって、いつでも安

心・安全な医療を提供できるよう努めてまい

りますので、議員各位におかれましては、引

き続きご支援、ご協力のほどよろしくお願い

いたします。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君、再質問

ありますか。 

 16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）それでは、再質問を

させていただきます。 

 大変な状況でございます。令和５年度の新
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型コロナウイルス感染症の５類引下げ以降初

めての決算でございましたが、約９億円の赤

字ということでございます。 

 入院患者数の減少によりまして医業収益が

約４億4,800万円の減収、医業外収益でもコロ

ナ関係の関係補助金が約８億700万円ござい

ましたが、それもなくなるということで、病

院の事業収益全体で前年比約13億1,500万円

減ということで、本当に今何か手を打たない

と大変なことになるなという感じでございま

す。 

 令和６年度においても人件費は上昇します

し、それから物価の高騰もございますので、

まだまだ令和６年度においても、このままで

いきますと、これ以上の赤字が出るというの

が見込まれますので、本当に一刻も早く早急

な対策を打たねばならないというふうに考え

てございます。 

 今回の一般質問の中でも同僚議員がこの市

民病院関係の質問をされるということでござ

いますし、また、数字的なことに関しまして

は決算委員会もございます。その中で各議員

から様々な数字関係の質疑があると思います

ので、今回はあまり数字的なことには触れな

いで、実は全員協議会で、令和５年11月、令

和６年２月、令和６年６月と３回、病院の収

支及び経営状況についての報告が全員協議会

でありました。 

 令和６年６月の報告がありましてから、同

僚議員とこの７月に政務活動費を使わせてい

ただきまして、自治体病院の基礎と課題とい

うような研修を受けさせていただきました。

とても充実した研修でございまして、目から

うろこと申しますか、画一的な理論だけでは

なくて、その病院病院、各自治体の病院病院

の資料提供もいただいて、講師の先生から

様々なレクチャーを受けさせていただきまし

た。 

 そこで具体的な収支改善の提案などを勉強

させていただきましたので、今回はその先生

の勉強会に参加した成果を生かして、同僚議

員たくさん一緒に行ったんですが、勉強会に

行った議員を代表して、ちょっと私のほうが

質問させていただこうかなと思っております。 

 それでは、再質問の１番目でございます。 

 外来患者は少し増えているようでございま

すが、入院の患者さんが大変減っていると。

入院・外来患者の増加策といたしまして、医

療・介護施設へのアプローチ。施設訪問です

ね。それと、それから２番目には、消防本部

の救急隊へのアプローチ。消防との意見交換、

ワークステーションを置くなどのことが大切

であると勉強させていただきました。 

 三つ目には、地域住民や患者へのアプロー

チ。住民座談会や市民講座ですね。答弁では

市民講座のことも触れていらっしゃいますの

で、やっていただけるんだなということでご

ざいますが、まず、医療・介護施設へのアプ

ローチ、これは地域医療連携室が担っている

と思うんですけれども、そちらのほうの強化

も10月から体制の強化をするということでご

ざいますが、まずやっぱり営業をかけていか

ないといけないということを学びました。 

 個人病院であるとか、それから介護施設へ

もしっかりと営業をかけて、それからまた、

県内だけでなく近隣市町村。うちは近隣とい

うか、五條市が隣にありますので、五條市の

医療関係、医療・介護施設へも、当然のこと

ながらしっかりと営業をかけていっていただ

く必要性があると思いますが、その辺のとこ

ろ、ちょっと調べてみますと、令和４年度の

厚生労働省の資料では、橋本市民病院の介護

施設からの入院率が5.9％であったというこ

とが厚生労働省の資料で載っておりましたの

で、ここをしっかりと上げていく必要がある

のではないかと感じておりますが、その辺の
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ところについてはどのようにお考えでしょう

か。具体的にあれば、お教えください。 

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）ただ今のご

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、地域医療連携室の強化につきまして

は、先ほど答弁させていただいたとおり、10

月から体制の強化を図ってまいりたいという

ふうに考えております。 

 五條市への営業につきましても、今現在な

かなか行けていない部分もございます。ちょ

っと安定的な職員雇用、なかなか、退職等も

ございまして、そういったところで今現在、

十分に行けているというふうには認識のほう

はさせていただいておりませんので、そうい

ったところで体制を強化した中で、しっかり

と営業活動のほうに努めていきたいというふ

うに考えております。 

 その次に、介護施設等との連携の部分でご

ざいますが、介護施設との連携についてはこ

れまでも連携を行ってきたところです。ただ、

今、16番議員のほうからご指摘のありました

ように、数字のほうがまだ低いというふうな

状況もございます。 

 2024年の診療報酬改定において、医療機関

と介護保険施設との連携の推進について見直

しが行われております。介護保険施設等の入

所者の病状の急変時に適切な入院受入れの推

進と適切な往診の推進に対しまして、新たな

評価のほうも加わりまして、市民病院といた

しましても、現在、総合内科において体制を

整えて、連携強化を図れるように準備を進め

ているところでございます。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）もうここが要やとい

うふうに先生はおっしゃっていました。しっ

かり営業をかけないと、競争が激しくなって

くるので、営業をかけていただきたい。現在

の地域医療連携室の人数とか、それから、こ

ういうところが問題があるんですというよう

なことがあれば、少し教えていただきたいん

ですけれども、いかがでしょう。 

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）現在の地域

医療連携室、いわゆる前方連携という部門に

なってくるわけなんですけども、ここに関し

ましては、今、正職員については４名で対応

しておるところです。あとは会計年度任用職

員になってきます。ただ、１名が現在、育児

休暇に入っておりますので、そういったとこ

ろで今回、体制の強化を見直していくという

ふうな形で考えさせていただいております。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）十分その必要性、重

要性というのは病院側としてもご理解いただ

いていると思いますので、ここのところの強

化をしっかりとして、しっかり営業活動して

いただきたいというのと、それと入退院支援

加算とかというのがございますね。 

 だから、入院の前から退院に備えて準備を

行うことで加算を取得できるというようなこ

とも聞いておりますので、その辺のところも

しっかりとケアできるように、診療報酬の加

算ができるように人員の確保をしっかりした

上で、職員もこれから育成していただかない

といけないと思いますので、力を入れていっ

ていただきたいということでお願いしたいと

思います。 

 次に、消防本部、救急隊との連携について、

ワークステーションが病院の中に必要ですよ

というふうに先生おっしゃっていましたけれ

ども、その辺のところについてはいかがでし

ょうか。 

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）ワークステ

ーションに対するおただしということで、救
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急のワークステーションにつきましては、既

に令和元年７月１日に消防と覚書を締結させ

ていただきまして、具体的には毎週水曜日９

時から夕方17時まで救急隊のほうが市民病院

に待機していただいております。救急事案が

発生した場合、即座に対応していただけるよ

う、消防と連携を図っております。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）もう既にワークステ

ーションはつくっているということで、すば

らしいですね。ただ、置いているだけではな

くて、隊員が気づかれたことであるとかそう

いうことを、置いているから連携できている

というんじゃなくて、生の声を、現場からの

生の声をしっかりと吸い上げて、病院側がそ

れに対処するということが大事ですので、そ

の辺のところ、消防長、できていると思いま

すが、また強化をしていただけたらと思いま

すので、何か答弁ございましたら。 

○議長（森下伸吾君）消防長。 

○消防長（永井智之君）お答えいたします。 

 先ほど病院事務局長から答弁あったように、

平成29年から派遣型ということで救急車を橋

本市民病院に置かせていただいて、その中で、

収容された患者さんであったりとか救急患者

さんの対応を医師から学ぶ、また、看護師か

ら介護のテクニックを学ぶ、そういうふうな

ところから救急隊の教育という意味合いでや

らせていただいているところと、また、救急

隊の活動も理解していただくという、そうい

う意味合いで救急のワークステーションをや

らせていただいておりますので、こういうふ

うな教育の方法につきましては長く続けてい

きたいなと、そういうふうに考えています。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。もう既にやっていただいているというこ

とで、これからも強化してやっていただきた

いと思います。 

 次に、地域住民や患者へのアプローチにつ

いては、もうＦＭはしもとの件ですとか、答

弁でいただきましたけれども、これから公民

館での市民公開講座などを積極的に行うとい

うことでございましたが、これはやっぱり医

師が、コロナ前もずっとやっていただいてた

ので、途切れていましたので、大変やっぱり

市民の皆さまにとっては市民病院の医師がと

ても身近な存在に感じられて、あの先生のお

話聞いてたらよかったよという感じで、あの

先生にぜひ見ていただきたいわというような

意識がやっぱり高まってまいりますので、し

っかりとこれから公民館とかいろんな部分で、

もっと市民病院のアピールをしていただける

ような形でお願いをしたいと思います。 

 それから、次に、まだいっぱいあるので、

ちょっと慌てていきます。病院の収益改善で

最も重要と言われるのが診療報酬の加算の取

得であるというふうにお聞きいたしました。

これは医療提供の質の向上につながり、病院

間の競争に勝ち抜くことになる。診療報酬加

算を丁寧に取得することで、一つ一つの点数

は低いけれども、数多く取得することで一日

当たりの入院単価は上がり、また、医療提供

の水準も向上するということでございます。 

 橋本市民病院は認知症ケア加算についての

施設基準については、今どのようになってご

ざいますでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）すみません、

先ほどの地域医療連携室の人数について、訂

正のほうをさせていただきます。先ほど４名

というふうにお答えさせていただきましたが、

３名の誤りでございましたので、訂正のほう

をさせていただきます。 

 それでは、認知症ケア加算についてのご質
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問についてお答えさせていただきます。 

 認知症ケア加算につきましては、継続的に

要件を満たす必要がございます。異動等も含

めた最低限の人数を確保することに加えまし

て、多数の研修修了者が必要となってきます。 

 研修修了者の確保も含め調整してきた結果、

各病棟での研修修了者の配置要件が整いまし

たので、今月中に届出を行い、10月より認知

症ケア加算３を取得していく予定です。認知

症ケア加算１、２についても引き続き要件取

得に努めまして、収益確保に努めていきたい

と思います。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）しっかりと研修した

看護師を増やして、少しでも診療報酬加算が

あるように頑張っていただきたいと思います

が、今、いわゆるコロナなどの新興感染症が

またいつ来るやもしれません。やはり日頃の

取組みも自治体病院としては大切でございま

す。令和４年の診療報酬改定の見直しにより

まして、大分この感染防止、今現在は感染防

止対策加算１というのを市民病院としては届

けていらっしゃるんですが、新しく感染対策

向上加算１というのになります。 

 ２名の感染管理者の認定看護師が在籍して

いるというふうにお聞きしているんですが、

これは新しく感染対策向上加算１も取れるよ

うな取組みをなされていくのでしょうか。390

点が710点になるということで、大分これポイ

ントが高いので、その辺のところをお願いい

たします。 

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）まず、感染

対策向上加算１につきまして、今おただしの

ありましたように、感染の認定看護師のほう

が２名おります。現在の看護部長も感染の認

定看護師でございます。それと３人目なんで

すけども、昨年来、学校のほうを無事卒業い

たしまして、今年度、順調にいけば試験のほ

うを受験していただきまして、３人目の感染

の認定看護師となる予定でございます。 

 かつ、それと、このうちの１名、今、大学

院修士課程のほうで感染の専門の認定看護師

のほうを取得に向けて頑張っていただいてお

ります。これを取っていただきますと和歌山

県で初めてということになりますので、しっ

かりとそういったところで地域の医療機関と

連携を図っていきたいというふうに考えてお

ります。 

 そういった中で、感染対策向上加算１に関

しましては地域の医療機関と連携を図ってい

くということになっておりますので、そうい

ったことで相互ラウンド等も含めまして、引

き続き連携を図っていきたいというふうに考

えております。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。何か和歌山県初になるということで、そ

ういうなんを一生懸命アピールして。安心感

を与えられるような病院になっていただきた

いんです。市民の信頼を得られるような病院

になっていただきたいです。 

 橋本市民病院の場合は、医師の確保につい

ては昔から大リーガー育成プロジェクトであ

るとか臨床研究支援プログラムであるとか、

医師に関しての研修プログラムは充実してま

いっておりまして、おかげさまで医師の数が

ぼちぼち増えてきている状況というのをお聞

きしております。 

 医師だけでなく看護師、薬剤師など医療ス

タッフの研修体制も非常に重要でございます

ので、認定看護師を増やすであるとか、それ

から、いろんな資格の取得研修についてこれ

からも力を入れていただきたいのですが、そ

の辺のところ、費用の面とかそういうのはど

のようになっているんでしょうか。 
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○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）まず、今お

ただしのありましたように、医師に関しまし

ては大リーガー等、そういったところで手厚

い支援のほうをさせていただいているという

ふうに考えております。 

 看護師につきましても一定の研修費のほう

を設けさせていただいておるんですが、それ

以外に、例えば認定看護師につきましては半

年間、学校に行く必要がございます。その費

用については病院のほうで負担させていただ

いて、キャリア支援ということで取組みをさ

せていただいているところでございます。 

 それ以外のコメディカルのスタッフにつき

ましても、同じような形で一定の研修費を確

保させていただいた中で、必要な研修等を自

己研さん等も含めた中で、院外でのそういっ

た学習活動のほうに努めていただいておると

ころです。 

 今後やはり優秀な人材を確保していく、離

職につながらないように、当院でしっかりと

将来を見据えた中で職員を育成していくとい

うことが大事になってきますので、今後はそ

ういったところでキャリア支援ということで

内容を充実させて、やはり職員の市民病院で

の働きがいというものを見いだしていきたい

というふうにも考えておりますので、そうい

ったところについて今後しっかりと検討して

まいりたいと考えております。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）しっかりと頑張って

いただきたいと思います。 

 次に、診療報酬加算を取得するためには、

診療報酬制度にやはり熟知している職員が必

要であるというふうに研修でもお聞きしまし

た。医事業務の中ではやっぱり丸投げという

か委託じゃなくて、プロパー職員がきっちり

と仕事をすべきだというふうに先生はおっし

ゃっていたんですけれども、本院については

どのようになっていますでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）ただ今のお

ただしにお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、橋本市民病院では現在、医事課のほ

うでそういった診療報酬上の、管理料、指導

料、加算等についてのチェックをしていただ

き、２年に１回の診療報酬改定の対応をして

いただいております。 

 かつ、現在、診療情報課というところで診

療情報係があるんですけども、そこでも医療

情報の管理をしていただきまして、コーディ

ング等についてチェックを行うなど、これを

今後、10月から機構改革も含めた中で、より

連携を取れるような体制を取りまして、しっ

かりと収益確保のほうにつなげていきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）その辺のところをし

っかりと、少しずつ、少ないけれどもそれが

積み重なると収益が上がるというふうにお聞

きしておりますので、その辺しっかりとやっ

ていただきたいと思います。 

 それから、地方公共団体の経営、それから

財務マネジメントを強化するために、総務省

のほうで経営・財務マネジメント強化事業ア

ドバイザー派遣事業というのがあるそうでご

ざいます。これは９月30日の締切りでもうあ

と少しなんですが、自治体の費用負担は全く

なしで、総務省と地方公共団体金融機構の負

担で５回、アドバイザーの先生を送っていた

だけるということで、いろんな講師の先生の

名前が列挙されておりました。私たちが受け

た講師の先生もその中のお一人でございます。

名前が載っておりました、調べましたら。 

 ぜひともこれ、無料でこういう経営・財務
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マネジメント強化の先生を送っていただける

ので、ぜひこのアドバイザー事業を導入して

いただきたいんですけど、それはいかがです

か。 

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）ただ今のお

ただしですが、現在アドバイザーの先生と調

整のほうを進めておりまして、先週もちょう

どそのお話をアドバイザーの先生と調整させ

ていただいたところなんですけども、５回ま

で来ていただけるんですけれども、何分お忙

しいということの中で、今年度につきまして

は４回ということで、日にちのほうを調整さ

せていただいております。申請につきまして

は９月末までとなっておりますので、しっか

り期日を守って申請のほうをしていきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）さすが、やることが

早いですね。ちゃんと、きっちりと、せっか

く無料でアドバイザーが、講師が来ていただ

けますので、その知見を利用して少しでも収

益改善につなげていただきたいと思います。 

 次に、やはり一番大切なのは看護師の確保

でございます。これはもう本当に以前からの

課題でございます。医師の数は増えつつあり

ますが、看護師は依然としてやはり辞めてい

く方も多くて、病室を増やしたいけれども、

看護師の不足により閉めている病棟もあると

いうふうにお聞きしております。 

 しかしながら、どこもやっぱり18歳以下の

人口の減少がございまして、もう一刻も早く

やらなくてはいけないんですが、ますます深

刻化しております。看護師の雇用をいかに図

るというのが喫緊の課題なんですけれども、

病院によりましたら初任給調整手当というの

を創設して看護師の確保に努めているという

ような情報がございました。 

 医師以外の医療職員に対してもこの初任給

調整手当というのを創設し、人材の早急な確

保に成功している病院もございますので、本

市でも導入を進めてはどうかというふうには

考えるんですけども、いかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）初任給調整

手当についてのおただしですけども、まず、

県下の公立病院での初任給比較をした場合に、

看護師等におきまして、基本給で平均を上回

っているような状況でございます。 

 また、地域手当の支給に関しましても、和

歌山県で現在、和歌山市と橋本市のみという

ふうな形になっております。さらに、昨年度

診療報酬改定におきまして、看護師処遇改善

評価料の算定に伴いまして手当の支給も行っ

ております。 

 そういったことで、初任給調整手当を導入

する予定は今のところございません。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）ほかの病院では緊急

措置として、補充ができない場合において初

任給調整手当を導入して、必要な人員を確保

できたという病院もございましたので、今の

ところはないということですが、今後はこう

いうこともしないといけないことが起こるや

もしれませんので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 次に、新人看護師の確保についてなんです

けれども、チューター制度、それからプリセ

プター制度というのがございます。 

 チューター制度というのは、新人看護師が

できるだけ早く職場の雰囲気になじめるよう

に、昨年同じ道を選んだ１歳上、いわゆる２

年目の看護師が精神的支援をするということ

で、先輩にちょっと言いにくいことでも１年

先輩やったら言いやすいわという感じで、先

輩に言いにくいことも相談できるといういい
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制度らしいです。 

 それから、プリセプター制度の導入なんで

すが、これは本院でも、市民病院でも導入し

ていただいているようですが、新人１人に対

して３から４年目の決められた看護師がマ

ン・ツー・マンで技術指導や業務・精神的支

援を担当する制度で、三、四年目の看護師も

自分自身も成長できるんだというような感想

がいろいろ書かれておりました。 

 それから、多分これはもう導入していただ

いていると思うんですが、ポートフォリオと

いって、振り返りノート、最初、看護師にな

ったときにバインダーみたいなノートが渡さ

れて、それに自分たちがいろんな記事を書い

て、資格証明書を張ったりですとか、いろん

な活用をして、それが成果につながっている

ということもございますので、そういうこと

をやっていただきたいんですけれども、この

チューター制度、プリセプター制度、ポート

フォリオの導入については、どのようになっ

ているんでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）まず、チュ

ーター制度のほうですが、医師の場合でござ

いましたら、初期研修医において２年目の初

期研修医が２年目を支援していくと、そうい

った体制は取っておるんですけども、看護師

に関しましては、そこのチューター制度とい

うのは当院では導入させていただいていない

んですが、ただ、プリセプター制度によりま

して、先ほどご質問にもございましたように、

３年目から４年目の看護師が技術的な指導で

あったりとか、精神的なそういったフォロー

も含めてバックアップ体制を取っているとい

うふうなところでございます。 

 また、主任看護師におけるフォロー体制も

取っておりまして、そういった不安を抱えた

新人の看護師の支援をしっかりと行って、離

職につながる前の予防措置ということで、し

っかりと新人の看護師の方々の声を吸い上げ

て、対策を取っていきたいというふうに考え

ております。 

 それと、ポートフォリオに関しましては、

全看護師のほうに導入を行っております。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）プリセプター制度は

導入されているんですが、なかなかチュータ

ー制度は導入されていないということなんで

すが、プリセプター制度で自分についてくれ

た三、四年目の看護師にはなかなか言いにく

いことでも、１年先輩やったら言いやすいん

ですというような、そういうことを書いてい

らっしゃる看護師も、いろいろネットで調べ

たりしたら出てきたので、またチューター制

度と併用して、チューター制度とプリセプタ

ー制度の併用したのを導入していただくとい

うのもまたちょっと考えておいてください。 

 ポートフォリオに関しましては、ノートを

渡して終わりではなくて、それを渡して、そ

のノートをどのように使いこなせているかと

いうことが重要やと思いますので、そのよう

な研修をされている病院もございます。これ

はやっぱり看護師に対する研修の一つにぜひ

とも取り入れていただきたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 教育制度で、教育委員もいらっしゃるとい

うことですので、女性が働きたいような職場、

声が通りやすい、悩みを相談しやすい職場に、

１人の看護師をみんなで育てていくんだとい

う、病院全体で、そういう意識を持っていた

だきたいと思います。 

 それから、次に、職場環境をよくしていく

取組みについてでございます。 

 女性はきれいなところで働きたいんです。

いくらしんどいことがあっても、ちょっとほ

っとする場所があったりとか、きれいなとこ
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ろに行きたいなというのが女性の心理でござ

いますので、福利厚生の面からも女性目線で

職場環境を充実させていただきたい。 

 アメニティーを充実させていただきたいん

です。アメニティーというのは、英語でよく

出てくるから何のこっちゃというかもしれま

せんけども、快適な環境や設備を意味する、

間取りや構造や設備などの快適さや便利さの

ことであります。 

 やっぱりきれいなところで働きたいですし、

女性の休憩室であるとか、職務のときの、そ

れからパウダールーム。パウダールームとい

うのは洗面所とかトイレとかと別に、ちょっ

とお化粧直しをするところであるとか、ちょ

っと座ってほっとするような、鏡が置いてあ

って、そこで何かお化粧直ししたりいろんな

ことをしたりするという、そういうパウダー

ルームというのを整えている病院もたくさん

あります。 

 脱衣所もしかりですし、そういうアメニテ

ィーの充実の環境整備というところをしっか

りと取り組んで、看護師の確保につながった

という病院があるんです。 

 今、橋本市民病院も建て替えの予定とかは、

まだ新しいからないんですけれども、古い病

院から新しい新設の病院にされるときには、

やはり女性目線で、そういうところの充実を

することによって女性職員が集まっていると

いうことをよくお聞きしておりますので、そ

の辺のところについてのご意見はいかがでし

ょうか。きれいにしてあげてほしいんですが。 

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）貴重なご提

案、どうもありがとうございます。病院は女

性が大多数を占める職場でございます。ご提

案のあった取組みについては非常に有効であ

ると考えます。早急に取り組んでまいりたい

と思います。 

 費用をあまりかけずして効果の出せる取組

みだと思いますので、しっかりと、そこに関

しましては、看護師等の意見も聞いた上で実

施していきたいというふうに考えます。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）男性目線ではなく、

現場の女性の声をしっかりとお聞きいただき

まして、そのように早急に進めていってあげ

てください。 

 次に、そういうふうに、いろんな看護師の

研修体制が充実しております。設備も充実し

ました、福利厚生もきっちりとできています

ということを、ユーチューブ等を使って、ホ

ームページのほうに張りつけて、やっぱり情

報発信をしていただきたい。 

 今、早速もうＦＭはしもとのところを張り

つけていただいて、聞けるようになっており

ましたけれども、どんどんユーチューブ、今、

発達しておりまして、小学生もユーチューブ

見ますので、全国発信をして橋本市民病院に

看護師を呼び込めるような取組みをしていた

だきたいので、それをお願いしたいと思いま

す。もうそれは要望にしておきます。 

 それから、今度、もう一点、あまり時間が

ないんですが、病室の個室化についてでござ

います。 

 病院の建て替えに伴って全ての病室を個室

化して、なおかつ個室料金を取らずに収益を

上げている病院が最近増えているとお聞きし

ました。個室化のメリットは、感染防止に有

効であるということ、それから院内感染の防

止にも有効である、それから患者の急変時の

対応がしやすい。男子部屋、女子部屋となっ

ていますと、ベッドが空いていてもそこに患

者が入れられないので、個室であると、別に

男性、女性、どの入院患者が来てもすぐに対

応できるということもあります。 

 医療介護の処置が行いやすい。認知症的な
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患者さんもいらっしゃる場合がございますの

で、そのときには排せつとか医療行為が行い

やすくなる。患者、家族の精神的安心感があ

るということで、無料で個室化をする病院が

増えておりまして、そういうことも今後考え

ていく必要があるのかなというふうに考えて

おりますので、その辺についてのお考えはい

かがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）病室の個室

化についてのおただしかと思われます。 

 本院の病室に関しましては、現在300床のう

ち個室が82床となっております。最近では、

確かに今おただしのところでもお話がありま

したように、全室個室という病院も出てきて

おるようでございますが、公立病院につきま

しては、保険医療機関及び保険医療養担当規

則等におきまして、特別療養環境の提供に関

する基準というものがございます。地方公共

団体が開設する病院に関しましては、病床の

３割以下とするように規定されております。 

 以上のことから、病室の個室化については、

仮に個室化できたとしても、そこの部分で差

額ベッド代、選定療養費になるんですけども、

それを徴収することができない。 

 今お話にありました、確かに無償にすると

いうところのお考えもあろうかと思います。

病院経営上、そういった形で無償で療養環境

をお使いいただけるような環境を整えていく

ということも一つの方策かというふうに思わ

れますが、現時点では、そこの部分に関して

はちょっと困難であるというふうに考えてお

りますので、ご理解のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）すぐには無理であっ

たとしても、これから人口も減少してまいり

ますし、同じ地域で患者さんの奪い合いとい

うか、そういうのはもう起こり得る可能性が

ございますし、看護師が増えないと、なかな

か開けようにも病室は開けないということで、

一応提案ということなので、これは先々どの

ようになるか分かりませんけれども、一応提

案をさせていただきたいと思います。 

 それともう一点、その勉強会の中で、先生

がしきりに200床と199床との違いというのを

力説されていたんです。200床と199床の１床

違うだけで診療報酬で大きな違いがあるんだ

と。報酬は199床以下の中小病院に現在の報酬

は有利なものとなっているので、診療報酬増

を考えれば、地域医療支援病院を返上して199

床の中小病院となることも検討する価値はあ

るよというふうに、先生が勉強会の中でしき

りにおっしゃっていたんですけれども、この

辺については、ちょっと私も勉強したんです

が、なかなか地域医療支援病院の指定を受け

ると、何か入院初日に1,000点の診療報酬加算

とかＤＰＣ機能評価係数の点数を受けること

ができるとか、何かすごい難しいことがいっ

ぱい書いてあったので分かりにくかったんで

すが、その辺については検討をされたことと

かはございますか。 

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）ただ今のお

ただしについてお答えさせていただきます。 

 200床未満というところでの検討でござい

ますが、過去においてもそういったことの検

討はしたことはございます。ただ、日本にお

けます病院のうち病床数が200床未満の病院

は今だいたい７割を占めておるんですけども、

この中にはもともと200床以上で200床未満に

移行したケースも含まれるんですけども、そ

の背景として、病床の機能分化の促進のため

に診療報酬改定があるということで、その中

で国の施策の下に誘導されていっている部分

もあるのではないかというふうに考えており
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ます。 

 厚生労働省は200床未満の病院を、診療所と

共にかかりつけ機能を担い、地域包括ケアシ

ステムを支える医療機関と位置づけまして、

急性期以降の回復期・慢性期の入院医療や外

来・在宅医療を担うように考えています。中

には循環器などの専門病院で高度医療を提供

するケースもあるんですが、基本的に地域密

着型の病院という位置づけになっています。 

 国ではそうした機能の強化を促すために、

200床未満の病院に対しまして、外来や在宅医

療の点数を手厚くするなどの診療報酬改定に

よる政策誘導がこれまで行われてきたところ

でございます。 

 もちろん、今後どうするか、現在300床ある

病床を今後どうするかという議論も当然して

いかなければならないところなんですが、病

院の立地条件や地域の医療機関との病床機能、

機能分担等の状況によりまして、同じ病床規

模であっても全く役割が異なってくるという

こともございます。 

 そういったところで、200床未満にするとい

うことは当然、提供する医療を制限するとい

うことになりますので、病床機能が変われば

医師や看護師の確保にも影響が出てきます。 

 このように、様々な角度から検討していく

ことがたくさんございます。今後の国や地域

医療構想調整会議での議論の動向も含めまし

て、慎重に検討をしていく必要があるという

ふうに考えております。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）ありがとうございま

す。 

 今はまだ無理かもしれないけれども、今後

はそのようなこともやっぱり視野に入れて考

えていく必要性があるのかなと思っています。

人口がどんどん減っていく中で、橋本圏域の

医療圏の中で病院の統合再編の必要性という

のはもうあると思うんです。 

 その中で、先ほど事務局長おっしゃったよ

うに機能分化、どこの病院がどんな科を担っ

ていくのかというのを、この医療圏域で考え

ていかないといけない。それは県の役割だと

思うんですけれども、そういう県との、地域

医療構想調整会議ですか、その辺の動きはど

のようになっているんでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。 

○病院事務局長（池之内正行君）地域医療構

想調整会議での進捗状況ということで、調整

会議におきましては、現在の地域医療構想が

2025年までの構想となっておりますので、ま

ず、それまでは現行の地域医療構想の中で調

整を進めていくというふうなことで、先週も

ちょうど調整会議があって、そこの場でもこ

のことが確認されたところでございます。 

 その次に、今、国のほうでは既にもう次の

2040年を想定した中でのガイドライン作成の

ほうに入っております。医療だけではなくて、

そこには介護との連携であったりとか、当然

これから働き手がどんどん減ってくるという

ところで、そういった医療従事者の確保、こ

ういった問題を含めた中で、今後、地域医療

構想、圏域でどういうふうに取り組んでいく

のかということがガイドライン上で示されて、

各都道府県でまた構想のほうが策定されると

いうふうに考えております。 

 そういった中で、しっかりと県や保健所、

それとこの圏域の医療機関と協議のほうを重

ねまして、しっかりと今後、市民病院として、

どういうふうな立ち位置で、どういった機能

を果たしていくのかということを考えて、連

携のほうを取っていきたいというふうに考え

ております。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君。 

○16番（土井裕美子君）県がしっかり音頭取

りをしていただいて、旗を振っていただいて、
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2040年ですか、次は、この地域をどのように

していくのかというのに即して、市民病院も

それに追随していかなあかんのですけれども、

取りあえず、でも、赤字があるということで

すので、その赤字を解消するためにしっかり

と今言われたことを。 

 先生からレクチャーを受けて勉強したこと

は、ああ、市民病院すごい、ほぼやってくれ

ているんやなと私もちょっと驚きました。で

も、なぜその一生懸命やってくれている病院

が赤字になっているのかなと、そこがちょっ

と疑問点でよく分からない部分があるんです

けども、取りあえず看護師を増やして、病床

の確保もしていただいて、診療報酬を上げて

いくということで、公立病院、市民病院は大

切な病院でございますので、一丸となって職

員の皆さま努力をして、経営改善に向けて取

り組んでいっていただきたいと思います。 

 また決算委員会、それから同僚議員の質問

にも何か解決策があるやもしれませんので、

私の質問はこの辺で終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（森下伸吾君）16番 土井君の質問は

終わりました。 

 この際、２時20分まで休憩いたします。 

（午後１時55分 休憩） 

                     

（午後２時20分 再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番５、18番 中本君。 

〔18番（中本正人君）登壇〕 

○18番（中本正人君）それでは、会派最後の

一般質問者として質問させていただきます。 

 今回は１項目で、橋本市立小学校の統廃合

についてお伺いします。 

 全国的に少子化が進行する中で、橋本市に

おいても全国平均よりも速いペースで児童生

徒数が減少し、学校の小規模化が進んでいま

す。今後はさらなる児童生徒数の減少が見込

まれるなど、子どもを取り巻く教育環境の将

来変化に柔軟な対応が求められています。 

 応其中学校、高野口中学校、信太中学校の

３校が昭和58年４月に統合され現在の高野口

中学校に、また、西部中学校、橋本中学校、

学文路中学校の３校が平成28年４月に統合さ

れ現在の橋本中央中学校になりました。 

 ここでお伺いしたいことは、市内の小学校

14校の統廃合についてどのように考えている

のか、お伺いしたい。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君の質問、

橋本市立小学校の統廃合に対する答弁を求め

ます。 

 教育部長。 

〔教育部長（岡 一行君）登壇〕 

○教育部長（岡 一行君）橋本市立小学校の

統廃合についてお答えします。 

 本市の小学生の児童数は、学校基本調査や

住民基本台帳に基づく算定では、令和２年度

の2,834人を基準としますと、令和11年度には

2,165人となる推計がなされており、約23.6％

減少すると見込まれています。 

 この児童数の減少傾向や多様化する教育的

ニーズに対応できる学習環境を整えるため、

教育委員会では、めざす学校づくりの具体的

な方向性を示すものとして、令和６年４月に

第２期橋本市立小中学校適正規模・適正配置

基本方針を策定しました。 

 この第２期基本方針では、「持続可能な社会

の創り手の育成」をめざすべき学びの姿に、

「未来を創造したくましく生きる」を学校教

育でめざす子ども像として、子どもの成長・

発達にとって望ましい教育環境を構築できる

よう、適正規模の観点から学校再編を包括し
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た方針としています。 

 現状の第２期基本方針では、現在14校ある

小学校の学校再編は中学校区単位で進めるこ

とを基本としています。 

 橋本中央中学校区は令和10年度を目標に学

文路小学校と清水小学校の統合を進めた後に、

西部小学校と橋本小学校との再編を検討し、

その検討の時期は統合から概ね10年経過後と

しています。 

 隅田中学校区は令和９年度を目標に隅田小

学校と恋野小学校の統合を進め、紀見東中学

校区は令和９年度を目標に境原小学校と城山

小学校の統合を進めます。これは災害対応も

踏まえた対応としています。紀見北中学校区

は令和11年度を目標に柱本小学校と三石小学

校の統合を進めます。なお、高野口中学校区

は今回、学校再編の検討は行わないとしてい

ます。 

 学校再編の取組みを進める留意点の一つと

して、廃校となる学校の児童の新たな負担を

軽減するため、通学条件の通学距離を２キロ

メートル程度に変更し、この条件を超える場

合はスクールバス等の運行により改善を図り

ます。ただし、同じ地区内で児童がスクール

バス等に乗れる乗れないというような不公平

が生じないよう配慮する必要があると考えて

います。 

 教育委員会としましては、これまで対象校

の保護者や地域住民等に説明会・意見交換会

を通じて第２期基本方針の内容をお伝えして

きましたが、その一方で、学校の存続等を含

む様々なご意見を頂いているところです。 

 このようなことから、学校再編の目標年度

の見直しや、学文路小学校と清水小学校の再

編統合及び境原小学校と城山小学校の再編統

合について変更協議を開始しています。 

 まず、学校再編の目標年度については令和

９年度から令和11年度としていましたが、第

２期基本方針の変更協議に時間を要すること

から、（仮称）橋本市の新しい学校づくり推進

計画の策定時期を令和７年３月の目標から令

和７年12月以降にずれ込むと考えており、推

進計画の策定時期の変更と学校再編の事務量

や体制を考慮した各中学校区での学校再編の

目標年度の変更について検討を進めています。 

 次に、学文路小学校と清水小学校の再編統

合については、学文路小学校、清水小学校、

橋本小学校の３校による再編統合の検討を進

めています。 

 最後に、境原小学校と城山小学校の再編統

合については、学校適正規模の考え方並びに

境原小学校の災害対策から学校再編を進める

としていましたが、改めて児童の安全のため

の災害対策実施について検討を進めるととも

に、再編統合の時期を延長した上での境原小

学校と城山小学校の再編統合の検討を進めて

います。 

 また、併せて紀ノ光台地区の指定校変更に

ついても検討を進めてまいります。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君、再質問

ありますか。 

 18番 中本君。 

○18番（中本正人君）それでは、再質問させ

ていただきます。 

 まず、はじめに、学校再編の目標年度の見

直しを協議していますけども、私の聞きたい

のは、見直し後の学校再編の目標年度はいつ

頃を見込んでいるのか、それについてお伺い

します。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）お答えいたします。 

 現在、第２期基本方針の変更協議を開始し

たところであり、各再編対象校のはっきりと

した再編目標年度をお示しすることはできま

せんが、（仮称）橋本市の新しい学校づくり推

進計画の策定時期が令和７年12月以降にずれ
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込むことから、再編の目標年度も、少なくと

も１年以上は後ろに延長されると考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）ありがとうございます。 

 ただ今の答弁で、１年以上かかるというこ

とは、１年から２年はかかるということで考

えているかな。その辺どうですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）さようでございま

す。四つの再編統合案を今持っているんです

けども、全てが１年ずつずれていくという考

えではなくて、各中学校区で協議事項が変わ

りますので、１年もしくは２年、あるいは３

年ずれるところも出てくると考えられます。

これは協議事項でございます。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）分かりました。もうこ

れはこれ以上は言いません。 

 次に質問したいのは、子どもの人口減少が

続いていますけども、境原小学校の児童数が

増えている理由は一体何なのか、ちょっと教

えていただきたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）お答えいたします。 

 第２期基本方針におきましては、境原小学

校は令和２年度に93人であった児童数が令和

11年度には152人になる予測がされておりま

す。児童数が増加する理由としての主な要因

は、現在、境原小学校区の紀ノ光台地区の住

宅地分譲により、若い子育て世代が今も増え

ていることにより子どもが増加すると見込ま

れているためです。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）要因はやはり紀ノ光台

の住宅地開発ということですね。私もちょっ

とこの間見てきたんですが、すごいですね、

開発が。あれは、しかし、全部、隅田のほう

へ来るんですか、生徒は。その辺どうなんで

すか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）そちらも今、指定

校変更につきまして並行して協議していると

ころでございます。現在のところは境原小学

校区なんですけれども、紀ノ光台の説明会で

様々なご意見等を頂いておりますので、将来

的には選択制も含めて考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）なかなか、どこでも小

学校が減少している中で、やはり来てくれる

のはありがたいなと思いますわね。私も特に

これ調べていまして、児童数が非常に減少し

ているでしょう。ちょっと私見てみますと、

これ令和２年から令和11年で今の児童数の４

分の１、２割５分が減少するということです

よね。大きいですわね。 

 そう思えばこの紀ノ光台ですか、来てくれ

るのはありがたいなということで喜んでおる

次第でございます。これはこれで結構です。 

 次に、学校再編により廃校となる学区への

スクールバス運行についてどのように考えて

いるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）お答えいたします。 

 第２期基本方針では、スクールバス等を利

用できるのは廃校となる対象の児童が対象で

あり、再編先の学校へ通学する新たな負担を

軽減するために、通学の条件を現在の３キロ

メートルから２キロメートル程度に変更し、

この条件を超える場合にスクールバスの運行

により改善を図ることとしています。 

 ただ、距離を２キロメートル程度としてお
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りますのは、区や自治会が広いケースもあり

ますので、同じ区や自治会でも手前の方が２

キロメートル少し切っていて、奥の方が２キ

ロメートルを超えている場合に、同じ地区内

で不公平が生じないように、同じ地区では皆

さんスクールバスに乗っていただけるように

と今のところ考えております。 

 また、利用人数が多い場合はバスの便数も

増やすことの対応も必要じゃないかと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）確かに、ただ今の答弁

で、通学距離を３キロから２キロに減らして

くれるということは、これは子どもたちのた

めにも、遠くなるんですから、まして低学年

の児童にとってはやはりうれしいことである

と、それは私、理解しました。 

 ここで私、お伺いしたいのは、今度は学校

全体が行くということですよね。１人や２人、

10人の、マイクロバス１台で行けるような学

校じゃないですやん。極端に言えばですよ。

100人以上の学校もありますやんか。 

 これ推定ですけども、令和11年度では、だ

いたい、見てみますと、先ほども言いました

ように、約４分の１が減るということですけ

ども、この中で、今まで仮に境原が城山へ行

くのにも、あれでもやっぱり２キロぐらいは

あるのか、僕キロ数は分かりませんけども、

また、柱本小学校から三石ですか、行くので

も、だいたいのとき、僕、申し上げたいのは、

仮にマイクロバス１台であれば、それで十分

ですよ。ただ、70人、80人、100人と仮になっ

たとき、バスは増やすというふうな答弁を頂

いたけども、その辺、２回、３回として分け

て運行するのか、それともマイクロバスを２

台、３台とするのか、その辺ちょっと詳しく

説明願えますか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）先ほどバスの便数

を増やすというような対応と申し上げました

が、路線バスの走っている区域につきまして

は、バス事業者にバスの便数を増やしてほし

いという働きかけをこれから併せて行ってい

くという流れになります。 

 例えば境原小学校でしたら、今、あやの台

からバスが通っているんですけども、その路

線バスの便数を朝の時間帯に増やすことがで

きないかとか、あるいは柱本小学校でしたら、

林間田園都市に既に路線バスが出ております

ので、そのバスの便数を増やすことができな

いのかとか、そういったところをバス事業者

に、学校再編という形で教育委員会が進めて

いますので、それまでに便数等につきまして、

ぜひとも通学の支援をしたいということで、

これから事業所に便数の件を含めて協議に入

っていく次第です。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）マイクロバスじゃない

んですね。その辺どういうことですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）スクールバス等と

いうことで、現在、民間の路線バスが通って

いるところはそちらのほうも併せて利用いた

だくということで、マイクロバスと併用して、

地域によりまして、そういったところをケー

ス・バイ・ケースで考えていきたいと思って

おります。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）それでしたら、路線バ

スで通学する児童の父兄にとって、そういう

説明はもうしてあるんですか、それとも、ま

だこれからする。まだ先の話ですから、先の

長い話ですので、どうかなと僕は思うんだけ

ども、その辺ももちろん、それは話合いはせ
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ないかんですわね。その辺はどのように考え

ていますか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）保護者には先日の

第２期基本方針の意見交換会で初めて説明を

させていただきました。具体的には各保護者

に説明はまだできておりませんので、再編の

時期が、目標、計画として定めまして、対象

となる、いわゆるアンケートといいますか、

そういった意向調査をしまして、その保護者

とは通学補助を含めてお話をさせていただく

という予定にしております。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）最終的に児童たちが無

理のないように、ちゃんとできるようにして

あげてほしいなということだけ要望しておき

たいと思います。 

 次にお聞きしたいのは、将来、まだ先の話

ですけども、西部小学校と橋本小学校の再編

時期というのか、この辺は。というのは、ま

ず中学校で、もう中学校は西部中学校と橋本

中学校が統合していますわね。じゃ、次はも

う小学校もそうなのかなと思うんですが、そ

の辺はどのようにお考えですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）お答えいたします。 

 意見交換会で保護者や地域の方々から様々

なご意見を頂いたことで、今回、第２期基本

方針の変更協議を開始しており、現在、橋本

小学校も含めた、清水小学校、学文路小学校、

３校による再編統合の検討を進めているとこ

ろです。 

 まだ最終的な決定は教育委員会議でされて

いませんけども、仮に橋本小学校、清水小学

校、学文路小学校の３校統合が、これが計画

となりましたら、その統合から概ね10年経過

後の市全体の児童生徒数の推移を見ながら、

第２期基本方針の見直しが必要か否かを検討

し、改めて学校再編を考えていきたいとして

います。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）今聞きました。橋本小

学校も統合になるの。私、はじめ聞いていた

のは、学文路小学校と清水小学校が統合する、

恋野小学校と隅田小学校がと、そういうふう

に聞いていましたけども、そして境原小学校

と城山小学校と、そんなん聞いていましたけ

ど、橋本小学校が学文路小学校、清水小学校

と統合になるというのは、これはまだ決定で

はないという、ただ今の答弁でしたけども、

この辺も今、協議しているんですか。これは

どういうところから橋本小学校も入るという

ことになったのか、ちょっとその辺を詳しく

教えていただけませんか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）保護者説明会・地

域説明会等に回らせてもらったところ、たく

さんの意見を頂いた中で、例えばなんですけ

ど、清水小学校の児童が川向かいに橋本小学

校の校舎が見える中で学文路小学校に行かな

ければならないであるとか、あるいは、教育

委員会のめざす望ましい２クラスに、清水小

学校と学文路小学校を再編しても届かないん

じゃないかとか、様々なご意見を頂いた中で、

中学校が橋本小学校と今、併設にあって、そ

ちらに向かう方向がやはり橋本小学校へとい

う意見もありましたので、最初は２校やった

んですけど、教育委員会議のほうでも３校に

見直すべきではないかという指示もございま

して、その変更協議を今、開始したところで

ございます。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）分かりました。一応そ

ういうふうに理解させていただきます。 

 次、廃校になる学校の跡地利用についてど
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のように考えているのか。４校が廃校になり

ますわね、普通考えれば。大きな面積ですが、

どのくらいあるのか知りませんけども、跡地

利用というのをどのように考えているのか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）お答えいたします。 

 廃校となる学校施設につきましては、地元

の意見もお聞きしながら有効活用に努めてい

きたいと考えているところです。これは民間

活用も含めまして、幅広くどのような活用方

法がよいかというのを検討していきたいと考

えております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君。 

○18番（中本正人君）今の段階ではそれぐら

いの答弁しかできないですよね。それは私も

もう分かっていましたけども、ただ、やはり

廃校になる学校の大きな敷地、学校の敷地な

ので、これは橋本市の財産でもあり、また言

えば市民の財産でもあるんですよね。ですか

ら、これ先の話ですけども、跡地利用につい

てはできる限り有効利用してもらえるように、

長年放っとくと言えば言葉は悪いですけども、

廃校になったときには、先の話ですけども、

やはり早く有効利用してもらえるようお願い

申し上げまして、私の質問を終わりたいと思

います。 

 ありがとうございました。 

○議長（森下伸吾君）18番 中本君の一般質

問は終わりました。 

 順番６、４番 梅本君。 

〔４番（梅本知江君）登壇〕 

○４番（梅本知江君）改めまして、こんにち

は。 

 まず最初に、先日のサマーボールの開催、

本当にありがとうございました。市が初めて

市だけでやるということで、本当に大変だっ

たと思います。初めてスタッフとして現場に

いさせていただいてたんですけれども、本当

に皆さんが笑顔で楽しんでおられました。本

当に大変だったと思うんですけれども、サマ

ーボールの開催、本当によかったなと。そし

て、花火を見て、とても感動を頂きました。 

 特に、実行委員会の皆さま、そして職員の

皆さま、また、ボランティアの皆さま、本当

に心より御礼申し上げます。ありがとうござ

いました。 

 では、早速ですが、今日二つの一般質問を

させていただきたいと思います。 

 まず、一つ目です。紀の川河川敷に米軍ヘ

リコプターが不時着した件についてです。 

 令和６年７月28日、全国ニュースにもなり

ましたが、私の自宅のすぐ前の紀の川河川敷

に米軍のヘリコプターが不時着しました。真

上でヘリコプター５機が低空飛行で旋回し、

爆音や爆風がすごくて、何が起こったのか分

からず、恐怖でいたたまれませんでした。近

隣の方々もそうだったと思います。 

 その後、３機が不時着いたしました。すぐ

に警察署と消防署に連絡した後、市役所にも

電話をしました。休日だったので、電話に出

たのが守衛の方でしたが、すごいことが起こ

っている、大変だということで、危機管理室

をお願いしますということでしたが、つなが

らないというお返事でした。「えっ、本当に」

と、私もとても気が動揺しましたので、もう

一度電話しました。でも、そのときにはつな

がらない状況でした。 

 消防署には原因が分かり次第連絡をお願い

していたところ、30分もたたないうちに機体

不良の修理をしているという連絡を頂き、ご

近所の方々にも安心してくださいということ

でお知らせに回りました。 

 結果的に何の事故もなくてよかったのです

が、何が起こるか分からない昨今、市民を守
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る立場であるのに、電話がつながらないとは

どういうことでしょうか。危機管理はどうな

っていますか。 

 １、夜間、休日の電話の対応はどうなって

いますか。 

 ２、不時着中、離陸後の市民へのフォロー

アップはされましたか。 

 ３、その後、近隣の方々に被害状況などの

確認はされましたか。 

 二つ目の一般質問です。小学校のプールの

授業について。 

 全国的にも問題になっている猛暑の中のプ

ールの授業の開催または中止ですが、子ども

たちが楽しみにしている気持ちもよく分かり

ますし、泳ぐ力をつけるためにも必要と思い

ます。保護者の方からもたくさん、要望があ

ります。本市としてのお考えをお聞かせくだ

さい。 

 １、各小学校のプールの授業の開催状況を

教えてください。 

 ２、今後の方針は。民間に委託するなど、

お考えですか。 

 以上、答弁のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君の質問項

目１、紀の川河川敷に米軍ヘリコプターが不

時着した件に対する答弁を求めます。 

 危機管理監。 

〔危機管理監（大岡久子君）登壇〕 

○危機管理監（大岡久子君）紀の川河川敷に

米軍ヘリコプターが不時着した件についてお

答えします。 

 まず、一点目の、夜間、休日の電話対応に

ついてですが、夜間、休日の電話対応は、庁

舎警備業務、庁舎日直業務の一部として業者

に委託をしています。業務委託の内容は、庁

舎の巡回警備及び施錠、庁舎来庁者管理及び

来庁者対応、執務室及び公用車の鍵の授受

等々を電話対応と併せ、常時１名の体制で行

っています。 

 次に、二点目の、不時着中、離陸後の市民

へのフォローアップについてですが、市では

７月29日、市民に対し今回の事態の状況をお

知らせするため、防衛省近畿中部防衛局から

の情報を基に、米軍ヘリコプターの予防着陸

に至った経過を市ホームページに掲載しまし

た。 

 また、防衛省近畿中部防衛局に対し、危機

管理、安全管理の徹底を米軍に要請するとと

もに、今後同様の事態が発生した場合には速

やかな情報収集、情報提供を行うよう申入れ

を行いました。この申入れ及び申入れに対す

る防衛省近畿中部防衛局からの回答も市ホー

ムページに掲載し、市民に対し情報の提供に

努めております。 

 最後に、三点目の、近隣の方々に被害状況

などの確認をされましたかについてですが、

今回の事態発生後、市では被害状況の確認は

しておりません。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君、再質問

ありますか。 

 ４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）ご答弁ありがとうござ

いました。 

 今回のこの一般質問は、米軍ヘリコプター

が不時着した件についての答弁というよりは、

これを機会に、休日に何か起こったときの危

機管理の徹底と市民目線での配慮を考えてい

ただきたいため、再質問させていただきます。 

 まず、一つ目なんですが、夜間、休日の電

話対応についてです。この日は日曜日でした。

議員として早く市役所にお伝えしないという

ことで、電話をさせていただきました。その

ときに危機管理室につながらないというご返

答だったんですが、これはどういうことでし

ょうか。これからも緊急なとき、つながらな
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いと。そういうことはあり得ないと思うんで

すが、もしつながらないなら、ほかに何か対

処法というのはお考えでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（中岡勝則君）夜間、休日の電話

の対応ですけども、お電話いただいた方から

何々課、何々室をお願いしますということで

あれば、一旦お電話のほうを転送させていた

だいて、呼出しをさせていただいています。 

 夜間、休日、職員がいる場合はもちろん電

話に出ることができますが、いない場合は呼

び出した後、もう一度お電話を戻させてもら

って、出ることができませんということでお

返事をさせていただいています。 

 多分、今回、議員のお電話いただいたとき

には、報告を受けているのが、何回か危機管

理室の呼出しの電話があったので、電話担当

としては、呼び出したけどもつながらなかっ

たという事実を基に、「今、つながりません」

というお返事をさせていただいたというふう

に聞いております。 

 また、休日の対応なんですけども、お急ぎ

というか緊急の事態であれば、お名前とかお

電話番号、内容もお聞きした後、連絡先等も

控えておりますので、担当職員、所属長にな

るかと思いますが、電話させていただいた上

で、折り返し担当者からお電話をさせていた

だくというような運用はしております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）そういうことなんです

が、今回の場合、名前を聞いていただくこと

もなく、電話番号を聞いていただくこともな

く、私はどうしたらいいかと思って、もう一

度電話をさせていただいた事態なんです。 

 委託先に任せているということなんですけ

れども、きちっとした、こういう場合はこう

いう返答とかという、そういうマニュアルみ

たいなのがちゃんと委託先に提示されている

のか、そして、委託先でそういう係の方にき

ちっと教育をされているのか、その辺のお答

えをよろしくお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（中岡勝則君）夜間、休日の警備

業務につきましては、特記仕様書ということ

で内容を定めまして、スケジュール等も踏ま

えた上で対応をお願いしております。 

 電話の対応については、それぞれ各課ごと

に運用というのも違いもありますので、そこ

は一定のルールの下、運用してもらっている

ということです。 

 きちっとした全てのマニュアルがあるかと

いうことですが、これはマニュアルというの

は特になく、仕様に基づいた対応を警備員に

してもらっていると。あと、都度、交代のと

きとか引継ぎ、何かあったときの報告という

のは、関係課とさせてもらっているという状

況でございます。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）先ほどもちょっと言わ

せていただいたんですけど、委託先での従業

員というか係の方に教育というのはされてい

るんでしょうか。委託しているからって任せ

っきりではなくて、ですから、こういうこと

が起こるのではないのかなというふうに感じ

るんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（中岡勝則君）委託の内容につい

ては、契約、仕様等に基づいてお願いしてお

りますし、直接、市が警備をお願いしている

方に指導というか、することは、偽装請負の

関係からできませんので、受けていただいて

いる受注者においてそういった教育というの

をさせていただいているというふうに思って

おります。 
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○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）結果的に今回このよう

なことがあるということは、委託先で教育が

なっていないということだと思います。きち

っと、例えばこういう場合、今回のような危

機管理室がつながらない、そういう場合はこ

ういうことですよとか、危機管理に対する、

何というんですか、もっと詳しくきちっとし

たマニュアルを作成していただいて、委託先

で教育をしていただいて臨んでもらわないこ

とには、それでなくてもお一人しかいてない

わけですよね。この広い市役所の中、いろい

ろパトロールしたり、いろんなお役目があっ

て。ぜひここを徹底していただきたいなとい

うふうに思います。 

 少しちょっと何か遅れたことで本当に大問

題になることもこれから起こってくると思い

ますので、これから、要望としましてですけ

れども、先ほど言いました、こういうときは

こう、こういうときはこうということで、ち

ょっとマニュアルを作成して、本当に徹底の

ほうをよろしくお願いします。 

 そして、二つ目の質問よろしいですか、続

けて。二つ目の不時着中、離陸後の市民への

フォローアップについてという部分と、３番

目の、その後の被害状況についてというとこ

ろですが、事後、情報提供ということでした

けれども、ホームページに翌日載せられたと

いうことなんですけれども、どうしてホーム

ページだけなのかなと。こういうことが起こ

りましたと、いつも、私も市のＬＩＮＥに入

っているんですけど、ＬＩＮＥでお知らせも

なければ、ホームページだけじゃなくて、ホ

ームページは見ないけどＬＩＮＥ見ている人

もいてると思うんですけど、その辺はどうし

てですか。お答えをお願いします。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

 今回の件に関しましては、議員がおただし

の部分につきまして、当日のその辺りも含め

てということに考えられるわけでございます

が、実際、着陸をしている間につきましては、

全容が、国からの正確な情報が全く入ってい

なかったというのが事実でございますので、

直接、広報等はできない状況でございました。 

 また、事後につきましては、ホームページ

で情報提供をさせていただいたわけでござい

ますけれども、この際には国と協議をいたし

まして、こういう形で市民に対して周知をす

るということで了解を得ましたので、そうい

う形でした次第でございます。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）ホームページだけにし

てくださいと、国からのお話だったんですか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

 そちらのほうは特にそういう指示はござい

ませんでしたが、こちらのほうで市ホームペ

ージで十分事は足りると判断をいたしました。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）それだけでは足らない

と思います。ＬＩＮＥとホームページだけの

情報でも、私はなかなか市民の方に届いてな

いんじゃないかなというふうに感じています。 

 私の言うフォローアップというのは、そう

いう情報の提示というのも今言ったように一

つなんですけど、当日のことなんです。皆さ

んはその場でいてたわけではないので、私は

本当に一部始終見ていまして、目の前で起こ

っていることで、多分、私が警察に電話した

のが１人目だったと思います。本当にすごい、

この上でプロペラ二つついたヘリコプター３

機が、大きなのとヘリコプター２機が真上を

ずっと、すごい暴音と暴風で旋回していて、
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そして、目の前に３機止まったんです。何が

起こるかと思いました。 

 その時点で私はすぐに電話、警察に電話、

消防署に電話をしたんですけれども、そして、

中から兵隊さんですか、出てきて。いや、本

当にミサイルか何かをこちらに向けられるの

かなと。私もう、おうちの中からこんなふう

にして、ちょっと窓から見てたんですけど、

動画も全部撮ってあります。 

 でも、今日見ていただこうかなと思ったん

ですけど、もうこのことよりも危機管理のこ

とを私は今日質問しているので、これからの、

それはいいかなと思ったんですけど、本当、

私だけじゃなくて。 

 あの辺って独り暮らしの高齢者の方も多い

んです。もうあのとき皆さんが本当に、「何あ

ったん」「何あったん」と、堤防もぶわっとい

っぱいになりますし、電話もじゃんじゃんか

かってきますし、もう大ごとだったんです。 

 私も本当、気がもう動揺していて、消防署

から本当にきちっといただいたんです、連絡

を。それでやっと安心しまして皆さんにもち

ょっと言ったんですけど、全部回るわけには

私も行ってませんし。 

 ですから、もうその時間がだいたい２時間

半ぐらいなんです、飛び立つまで。消防署か

らの電話を頂いたときも30分でということで

したけど、長くちょっとかかったみたいで、

２時間半のあの恐怖。いや、本当に皆さん不

安で、恐怖でたまらなかったことだと思いま

す。 

 この件を軽視されたのかどうか分かりませ

んけれども、市として何のフォローアップも

なく、ましてや被害状況の確認もされていな

いというご答弁でした。なのにホームページ

には、この着陸による周辺住民や建物への被

害はありませんと書いてあったんです。何を

根拠にそういうことを書かれたんでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（大岡久子君）お答えいたしま

す。 

 議員のおただしの、そのとき、着陸をして

いるときに地域住民の皆さんに広報しなかっ

たのか、軽視していなかったのかということ

に対してですが、おっしゃるとおり、着陸か

ら離陸まで米軍ヘリコプターは約２時間半ほ

ど時間を要したわけでございますが、その間

に防衛省からの連絡は私どもへは１度きりで

ございました。 

 その１度きりの連絡につきましても、全容

が把握できる状況ではなく、また、周知をし

てもよい内容であるという確認は取れなかっ

たわけでございます。ですので、危機管理室

としましては、地域住民の皆さまに広報がで

きる、可能な情報を持ち合わせていなかった

というところでございます。 

 次に、何をもって被害はないというふうに

ホームページに書いたのかということでござ

いますが、こちらは防衛省のほうが現場、現

地を確認いたしまして、私どものほうに、「こ

の着陸による周辺住民や建物等への被害はあ

りません」というふうに市のほうに報告を頂

きましたので、それを基に広報いたしました。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）国からそういうお言葉

があったということなんですよね。でも、実

際なんですが、この件で天井が崩れたところ、

私、現場を実際見に、お話が来まして現場を

見に行きました。そして、外壁が崩れたり、

といが壊れたり、私の家のベランダのといは

飛んでいきました。もうこれはほんの少しの

ことで、被害があっても、私たちみたいによ

く言わない方もおられると思います。 

 私は防衛局のほうに直接連絡をしまして、

現場確認に来ていただきました。そして、今、



－55－ 

手続き中ということになっています。国から

のそういうお話があったからそう載せたとい

うことなんですけども、ではなんですけれど

も、その２時間半の間、30分もたたないうち

に、不備があって着陸しているということが

分かったわけなんですよね。 

 その時点で、例えばですけれども、車で巡

回しながら、「皆さんご安心ください」と、例

えばですけど、市民のことを思ったらですよ、

ご安心ください、ただ今、こうこういう理由

で、もうじき離陸予定ですのでご安心くださ

いという巡回する車を回すであったり、なか

なか一つ一つ訪問なんて大変だと思うんです

けれども、例えばですが、そういう、何とい

うんですか、市民の方への配慮というか、そ

ういうのが全然なかって、回っているのは新

聞記者とテレビ局の人でした。とても私は残

念に思いました。 

 ですから、これからまたこういうこと、台

風や地震にはすごくいろいろ危機管理できて

いると思います。していただいていると思い

ますが、本当にこれからの時代って何が起こ

るか分からない。この件をきっかけに、本当

もう一度、危機管理の見直しと強化、そして、

何よりも市民の方々への配慮、最終的には、

安心して暮らせる橋本市にということで、今

後とも引き続き、この危機管理についてよろ

しくお願いしたいと思います。 

 これで質問を終わらせていただきます。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、小

学校のプールの授業に対する答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（今田 実君）登壇〕 

○教育長（今田 実君）小学校のプールの授

業についてお答えします。 

 一点目の、各小学校のプールの授業の開催

状況についてですが、本市の小学校では、６

月下旬から夏休み前までの約１か月間の間に

週２から３回の水泳の授業を実施しています。 

 令和６年度の授業の実施状況については、

全14校で合計約1,000時間の水泳の授業が予

定されていましたが、暑さや降雨等の気象状

況により約８％の授業が取りやめになりまし

た。残りの約92％については、予定どおり授

業を実施することができています。 

 二点目の、今後の方針、民間に委託するな

どについてですが、民間事業所等の室内にあ

る温水プールであれば、問題になっている気

象状況に左右されることなく授業を行うこと

ができます。 

 全国的に学校内にあるプールでの水泳授業

を廃止し、民間のスイミングスクール等に水

泳の授業を委託している事例は承知していま

す。児童生徒にとっては水泳のインストラク

ターから専門的な指導を受け、短時間での泳

力の向上が見込まれるほか、教員の働き方改

革の面からも、プールの水質管理や清掃など

の維持管理業務の負担軽減の効果が期待でき

ます。 

 一方、民間のスイミングスクールを使用す

る場合、児童生徒にとっては学校からの移動

の負担やそれに伴う授業時間数の減少などの

課題も考えられます。 

 教育委員会としては、今後、民間等の受入

先プールの状況や委託に係るコスト面での比

較、民間委託を行う上での指導上の課題、将

来の児童生徒数の推移や学校再編も踏まえた

上で、学校等の意見も聞きながら検討すべき

と考えています。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君、再質問

ありますか。 

 ４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）ご答弁ありがとうござ

いました。 

 一つ目の質問なんですけれども、各学校に

よる授業の開催の差はありますか。もしある
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としましたら、その差がある原因をお教えく

ださい。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田 実君）ご質問にお答えした

いと思います。 

 まず、学校によってプールの授業の差とい

うのはあります。それは、それぞれの学校で

暑さ指数、ＷＢＧＴですけれども、それぞれ

の学校にこれを測定する機械を置いてありま

す。それで測った上で、運動に適した状況な

のかどうかということを判断した上で、実施

するかしないかを決めているからです。 

 このＷＢＧＴというのは、気温、そして日

射、そして湿度、この三つから出てくる数字

ですので、各学校のプールのあるところの状

態、また、指導する時間帯によっても変わっ

てきますので、それぞれ、同じ時間帯であっ

たとしても、するしないの違いというのも出

てくる。そういうようなところから違いとい

うのが出てきているというふうに考えており

ます。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）ちょっと調べていただ

きましたところ、プールの期間というのが６

月下旬から７月の終わりか８月の最初ぐらい

までということで、約１か月ちょっとの期間

だとお聞きしました。その中で水泳の、プー

ルの授業が中止になるところが全然ないとい

う学校もあれば、１か月ちょっとの中で14回

も中止しないといけないという学校もありま

した。この差についてはどうお考えですか。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田 実君）これは気候が相手で

すので致し方ないと、それは私は考えていま

す。私自身が学校に勤めているときも、やっ

ぱり子どもたちの状況を見たら、今日は水泳

の授業をしてあげたいなと思っても、プール

へ行って、それで測ってみたら駄目だという

日がやっぱりありました。それはその日、そ

の時間、そこの学校でやると決めてあるので、

それはもうどうしようもない。ただし、駄目

になった時間については、体育の授業の中で

内容を変えて、例えば保健の授業をしたり他

の教科に変えてということで授業することで

対応しております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）ありがとうございます。 

 気温とかのそういう状況で仕方ないのは分

かるんですけど、あまりにも、中止せずでき

ている学校とそうじゃない、あまりにも差が

あって、やっぱり泳ぐ力というのはとても大

切だと思うんです。 

 振り替えていただいているということなん

ですけど、じゃ、その日プールができなかっ

たから、じゃ、また次のところで、例えばそ

の代わりに国語の授業をしましょう、じゃ、

次の国語の授業のときに今度はプールの授業

に振り替えてましょうといったところで、そ

の日またできるかどうかはちょっと分からな

いことだと思うんですけれども、何かちょっ

とあまりにも、14回とか中止になっている小

学校の子どもたち、とてもかわいそうだなと

いうふうに感じるんですが、そういう調整と

かは難しいですか。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田 実君）小学校の授業時間の

変更というのは、中学校に比べると比較的や

りやすい部分があります。ですから、学校が、

またはその学年団が、今日はできなかった分

をどこかで振り替えてやるというような計画

はします。できるだけ水泳の授業、このシー

ズンにしかできませんから、確保して指導し

てあげたいという思いは各学校の先生方も持

っているところだと思うんです。そこはご理

解いただきたいと思います。 
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○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）よく分かりました。 

 ですが、実際、お母さん方というか保護者

の方たちが「プールの授業がなくなるの、何

で、何で」と言って、「それやったら、暑いん

やったらプールのお水を入れ替えたらいいや

ん」というご意見であったり、「みんな朝一番

でやればいいやん」というようなご意見も頂

いたりしたんですけれども、保護者の方々に

はプールが中止になるということはきちんと

周知はされていますか。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田 実君）暑さ指数のことにつ

いて、そしてまた、プールの授業をすること

について、これ両方ともしています。例えば、

暑さ指数のことについては、「今日は暑いから

外で遊ぶのはちょっと控えましょう」という

ような日もあるので、プールだけではなくて、

暑さに対するそういう周知もしています。 

 そして、プールの授業については命に関わ

ることなので、それだけ、水泳の授業のこと

だけについてのご案内もさせていただいてお

ります。そこのところはご理解いただけてい

ることと思って実施しておるところです。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。 

○４番（梅本知江君）そうですね。本当に理

解されている方が大半だと思うんですけれど

も、これからどんどん暑さが、もう毎年毎年

増してくるというような、ニュースでもよく

お聞きするんですけれども、保護者の方にし

たら、これからもうプールの授業はできなく

なるんじゃないかとか、また不安を持ってい

る方もおられると思うんです。 

 なのでやっぱり、次の質問になるんですけ

れども、学校としては対策というんですか、

暑いからできない、中止というだけじゃなく

て、そんな場合の何か対処法とかいうのを、

また保護者の方たちにも伝えれたときに、皆

さん安心していただけるんじゃないかなとい

うふうに感じまして、次の質問のことになる

んですけれども。 

 民間に委託するということを、全国的に見

たらいろいろニュースでもよく見るんですけ

れども、お考えですかということでご回答を

いただきました。本当に一長一短で、そうす

ることで、委託することで、いい面もあれば

本当に大変な部分もあると思うんですけど、

結果的に、もうこれからそうせざるを得ない

のかなと。 

 別の方法があればいいかと思うんですが、

橋本市の場合はアザレアというのもあります

し、あと民間のプールもほかにもございます

し、本当に、今のままでは対処法ってないの

で、ちょっと前向きにそういう方向で考えて

くださればうれしいなと思います。 

 そうすることで、やっぱり大切な子どもた

ちのためでもあり、そして、忙しい先生方の

ためにもなるのかなというふうに感じますの

で、何でも後手にならないように、もう今か

ら、お忙しいと思うんですけど、検討を重ね

ていただいて進めていただけたらと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 これで一般質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君の一般質

問は終わりました。 

 この際、３時35分まで休憩いたします。 

（午後３時21分 休憩） 

                     

（午後３時35分 再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番７、５番 阪本君。 

〔５番（阪本久代君）登壇〕 

○５番（阪本久代君）通告に従いまして、一
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般質問を行います。 

 今回は３項目です。 

 まず、一つ目。小学校の統廃合計画の見直

しを。 

 第２期橋本市立小中学校適正規模・適正配

置基本方針の説明会・意見交換会が一通り終

わりました。いろいろな意見が出されていま

す。説明会・意見交換会の資料でも、「（仮称）

橋本市の新しい学校づくり推進計画の策定は

保護者や地域の方々との意見交換を行いなが

ら進めます」とありますので、第２期橋本市

立小中学校適正規模・適正配置基本方針は撤

回し、保護者、地域住民から出されている疑

問、意見などにじっくり取り組むべきだと考

えますが、今後どのように進めていかれるの

か、伺っていきます。 

 ①境原小学校での地域説明会では、境原小

学校を残してほしいという声がたくさん出さ

れたと聞いています。この声にどう応えてい

くのですか。 

 ②徒歩で通学できる場所に小学校があるほ

うが、地域とのつながり、見守りもあり、安

全面からもいいのではないですか。 

 ③８月26日に開かれた橋本市教育委員会定

例会では、第２期橋本市立小中学校適正規

模・適正配置基本方針の修正について報告さ

れています。どういう修正ですか。 

 ④統廃合の目標年度を決めたことで、今後

転入を考えている世帯にも影響し、廃校にな

る住宅地はさらに高齢化が進む可能性があり

ます。一旦、学校再編の基本方針を撤回し、

それぞれの地域で期限を切らずに話し合うこ

とが大事ではありませんか。 

 二つ目。コミュニティバス、デマンドタク

シーの見直しを。 

 紀見地区公民館が城山台から橋谷に移転し

ました。城山台からは、デマンドタクシー杉

尾線や路線バスの紀見橋本病院線を使うと近

くまで行くことはできますが、サークルなど

の時間には合っていません。特別便も含めて

見直しの検討を求めます。 

 三つ目です。学校給食費無償化、来年度以

降も継続を。 

 和歌山県が市町村の学校給食費無償化事業

の半額補助を決めたことから、橋本市でも令

和６年10月から令和７年３月まで、小・中学

校の学校給食費の無償化が実現します。子育

て支援の一つとして、学校給食費無償化は欠

かせません。県に来年度以降も補助を実施す

るよう要請するとともに、県が実施しなくて

も市として継続するよう求めます。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君の質問項

目１、小学校の統廃合計画の見直しをに対す

る答弁を求めます。 

 教育部長。 

〔教育部長（岡 一行君）登壇〕 

○教育部長（岡 一行君）小学校統廃合計画

の見直しをについてお答えします。 

 一点目の、境原小学校での地域説明会で出

された声にどう応えていくのかについてです

が、紀見地区の説明会・意見交換会では、「学

校を残してほしい」というご意見をたくさん

頂きました。子どもたちを地域が見守り、学

校の存続を願うという意見や主張は、境原小

学校区だけではなく、他の意見交換会でも同

様のご意見を頂いています。 

 このような次第から教育委員会では、頂い

た意見等を踏まえ、現在、第２期基本方針の

変更協議を進めており、２巡目の説明会は、

変更後の基本方針の内容について、１巡目の

説明会と同様に実施していきたいと考えてい

ます。 

 ただ、２巡目の説明会を実施する前に再編

方針の変更を検討していることや、１巡目の

説明会での意見、質疑に対する回答などを保
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護者等の皆さんに周知する必要もあると考え

ており、できるだけ早い時期にこれらの内容

を説明したいと考えています。 

 次に、二点目の、徒歩で通学できる場所に

小学校があるほうが、地域とのつながり、見

守りもあり、安全面からもいいのではについ

てですが、第２期基本方針では、多様な子ど

もの教育的ニーズに対応できる望ましい学習

環境を整えることを目的として、学校の小規

模化が進む中で、望ましい学校の規模を確保

するために、学校再編を進めるとしています。

これにより、小学校が今よりも距離が遠くな

ることは避けられません。 

 このため、学校適正規模・適正配置に取り

組む上で配慮すべき留意点として、小学校が

遠くなる児童の通学条件の改善のため、スク

ールバス等の運行、通学路の安全対策や防犯

対策、地域と学校の協働・連携の強化などを

取組みとしています。望ましい学習環境を整

えながら、学校が遠くなることの影響に対す

る対応を実施していきたいと考えています。 

 三点目の、第２期基本方針の修正について

ですが、保護者や地域への説明会・意見交換

会で頂いたご意見を踏まえ、学校再編の目標

年度、学文路小学校と清水小学校の再編統合

及び境原小学校と城山小学校の再編統合につ

いて変更協議を開始しています。 

 まず、学校再編の目標年度については、令

和９年度から令和11年度としていましたが、

第２期基本方針の変更協議に時間を要するこ

とから、（仮称）橋本市の新しい学校づくり推

進計画の策定時期を、令和７年３月の目標か

ら令和７年12月以降にずれ込むと考えており、

推進計画の策定時期の変更と学校再編の事務

量や体制を考慮した各中学校区での学校再編

の目標年度の変更について、検討を進めてい

ます。 

 次に、学文路小学校と清水小学校の再編統

合については、学文路小学校、清水小学校、

橋本小学校の３校による再編統合の検討を進

めています。 

 最後に、境原小学校と城山小学校の再編統

合については、学校適正規模の考え方並びに

境原小学校の災害対策から学校再編を進める

としていましたが、改めて、児童の安全のた

めの災害対策実施について検討を進めるとと

もに、再編統合の時期を延長した上での境原

小学校と城山小学校の再編統合の検討を進め

ています。また、併せて紀ノ光台地区の指定

校変更についても検討を進めてまいります。 

 最後に、四点目の、学校再編の基本方針を

撤回し、期限を切らずに話し合うことについ

てですが、各説明会の中でも、再編方針は決

定事項ではなく、丁寧な説明と対話を重視し

ながら進めており、第２期基本方針の変更を

終えた後、（仮称）橋本市の新しい学校づくり

推進計画の策定により、再編を決定していく

こととしています。 

 現在、説明会・意見交換会の意見等を踏ま

え、第２期基本方針の変更協議を進めていま

す。引き続き丁寧な説明と対話を重視しなが

ら進めていきたいと考えています。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君、再質問

ありますか。 

 ５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）もう３人目なので、こ

の①②③④に関係なく再質問していきます。

なるべく重ならないようにはしていきます。 

 教育委員会議の中で変更を検討していると

いうことで、境原小学校についても、今まで

は災害対策はソフト対応だったけれども、ハ

ード対応も含めて検討していくというふうに

変更を考えられているというふうには受け取

ったんですけれども、ただ、説明会の中で出

されている意見というのはそれだけじゃなく

て、先ほども答弁にもありましたけれども、
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やっぱり小学校を残してほしい、これがやっ

ぱり一番大きいと思うんです。 

 それで、会議録、ホームページに載ってい

る分なんですけども、幾つかちょっと紹介し

ていきたいと思います。 

 抜粋なので、ちょっと分かりにくいかもし

れませんけれども、息子さんが６年生で、途

中で引っ越してきて１年間お世話になったと

いう方なんですけれども、子どもさんいわく、

「境原小学校ほどいいところはない。それは

人の心が温かい、友達がみんな自分を大切に

してくれた。子どもたちはとても伸び伸び、

本当に優しく思いやりがあって、もうこんな

理想的な学校はないと思います。少ない人数

の中でも一人ひとりを大切にする教育という

のがここでずっと行われているのです」とい

うことで、やっぱり少人数であっても十分に、

何というか、それを不満に思うということな

く、きっちり教育をされているということだ

と思うんです。 

 それともう一つ、これも小峰台に住んでい

る方ですけれども、「九度山町の小学校の出

身」と。「少人数で、みんな１年生から６年生

まで、みんな名前が分かるような学校で育ち

ました。それによって、特に多様化の時代に

対応できなくなったというような、そんな思

いは全く感じていなくて、小峰台に引っ越し

してきて、小学校が少人数だというのを聞い

て、ちょっと安心したような面もあって、子

ども一人ひとりに目が届くような学校だった

ら、そのほうがうれしいなと思っていました。

災害対策のほうをまず早急にやっていただい

て、この小学校が安全に通える小学校になれ

ば、特に廃校にする必要は全くないのではな

いか」と、こういうふうなお声があります。 

 どちらかといえば、安全対策はもちろんだ

けれども、小規模校だからといって何の不自

由はないというか、むしろ、なぜこの１学年

２学級にこだわるのかなというのが私の率直

な疑問です。 

 第２期の橋本市立小学校及び中学校の適正

規模・適正配置の答申の中でも、確かに、「橋

本市の望ましい学校規模を小中学校とも各学

年２学級以上とした」とありますけれども、

その第３章の中では、小学校において、「学校

の小規模化が進む現状の中、１学級の学年が

生じている学校もある」と。そうした学校で

は、「今後の入学児童数の推移を注視し、学級

規模がさらに縮小することが見込まれた段階

で統廃合の検討を始めることが必要であると

考える」というのが答申の中身です。 

 これを受けて教育委員会のほうでは、１学

年２学級ということでこの基本方針をつくら

れたわけですけれども、いろいろ、今現在、

小規模校に通われている子ども、また、保護

者の皆さん、また、地域の皆さんも、絶対に

２学級にしなければいけないというふうに皆

さんが考えているわけではないと思うんです。

むしろ１学年２学級にこだわることが余計に

混乱を生じさせているのではないかなという

ふうに思うんですけれども、その辺はいかが

でしょうか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）お答えいたします。 

 第２期の基本方針では、望ましい小学校の

学校規模の考え方としまして１学年２学級と

しています。これは、「子どもが多様な学習形

態で学び、多様な考え方に触れることで、思

考力や問題解決力を育まれる」としています

が、その背景には、複数の学級になることで

配置される先生方の数も増えることで、教師

の教材研究力等から指導力、学校経営力の向

上につながることが挙げられます。それが児

童生徒の学力にも影響を与える要因の一つに

なると考えているからです。 

 また、人間関係の構築や多様な集団の形成
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が図られやすいことで、クラス替えができる

ことも複数学級の利点です。 

 これらのことから、１学年１学級よりも２

学級のほうが望ましいということで考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）ただ、望ましいという

ことで、それを強引に推し進めようとしてい

るのではないかなというふうに思います。 

 学校の先生の、何というか、働き過ぎの問

題であるとか、いろいろなことはあるとは思

いますけれども、それを複数学級にすること

で解決するというのではなくて、またほかの

方法もあるのではないかなとも思うし、やっ

ぱり、地域でも見守ることもでき、歩いて通

うことのできる小学校があることのほうが、

子どもにとってもいいのではないかなと、そ

こからはやっぱりどうしてもそう思えて仕方

がありません。そこは平行線にはなると思い

ますけども。 

 それで、先ほど答弁をされたんですけど、

ちょっと速くてメモができなかったので再確

認したいんですけれども、教育委員会定例会

の中で修正について検討が始められているん

ですけれども、その中でも、例えば、いろい

ろ地域からの声もあって、学文路小学校と清

水小学校だけではなくて橋本小学校も３校一

緒にという検討も始まっているということな

んですけれども、教室の問題とか、何という

か、ハード面のどうしても解決しなければい

けない問題というのは出てくると思います。 

 その辺で、どういう手順、今後どういう形

で検討を進められて、それをまた地域に返し

ていかれるのか、ご答弁をお願いします。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）一つの、学文路小

学校と清水小学校と橋本小学校につきまして

は、やはりまずキャパシティのこと、それと

今現状の受け入れる場所の、いわゆる施設改

修も伴いまして、一定の期間を確保しながら

進めていく必要があるというふうに考えてお

ります。 

 また、境原小学校につきましては今まで、

ハード対策はしないという形で説明会・意見

交換会を進めてきたんですけども、教育委員

会議の中でもハード対策について検討すべき

という指示も頂きましたので、ハード対策を

並行して進めていくという形で協議しており

ます。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田 実君）先ほど阪本議員から

小規模校のことに関して評価いただいたお話

がありました。それはすごく私としてもうれ

しいことです。なぜなら、現状置かれている

状況の中で、子どもたちにつけていかなけれ

ばならない力をどうやってつけていくか、そ

れはそれぞれの学校に課せられた課題であり、

それを解決するために精いっぱいそれぞれの

学校で努力している結果だと私自身は考えま

す。それを評価いただいているというところ

は本当に学校の励みにもなりますし、大切な

ことだと思います。 

 そして今、境原小学校の話、部長からもあ

りましたけれども、今までは３年でというこ

とだったんですけれども、どうしても、先ほ

どの壇上からの部長からの答弁にもあったよ

うに、少し計画を延ばしていく必要が出てく

るということから、やっぱり安全対策、延び

る分には少なくとも安全対策の部分が必要だ

ろうということで、教育委員会議の中ではで

きる範囲の中の安全対策というのはしていく

ことが大事だということを議論しております。 

 そして、ただ、北側についてはなかなか対

策は難しい状況にあるので、リスクを回避で
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きている状況ではありません。ですから、そ

のことも踏まえた上で、今後どういう形で話

を進めていくかということについては、しっ

かり議論していかないといけないかなと、そ

んなふうに考えております。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）今も清水小学校、学文

路小学校、橋本小学校については施設改修を

伴うということで、ただ、その教育委員会議

というのは、一応、定例は月１回ですよね。

その中でいつぐらいまでに、きっちりとした、

どうしていくのかという方針の修正を決めら

れて、それをまた地域に返していくのかとい

う、その辺のめどはどうでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）変更につきまして

は、できるだけ議論のもれがないようにして

いきたいんですけれども、この議論をしっか

り締めないと２回目の説明会の意味がありま

せんので、そこは中で慎重に議論したいと思

っています。 

 今現在、先のことなんですけど、２回目の

説明会はこのままいきますと来年の１月か２

月になるかなというふうに考えております。

ですので、間がかなり空きますので、保護者

には、今、最初にお出しした２期方針の内容

を変更しているという、今こういうアクショ

ンを起こしているということをできるだけ早

くお伝えして、ワンクッション置きたいと思

っています。 

 教育委員会としましてごり押しする考えは

ありませんので、そのために２期方針の内容

をお知らせして意見を賜ったので、そちらの

中で、今それに対して議論しているというこ

とを保護者や地域の方にお伝えしたいと考え

ています。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）先ほどからずっと、変

更でいったら、二つのところで、例えば恋野

小学校であるとか柱本小学校のほうではほと

んど、意見がなかったわけじゃないけれども、

意見が少なかったということで、変更の対象

とかにはなっていないんですけれども、例え

ば柱本小学校でしたら、とにかく、最初に示

された案が、今の１年生が６年生になったと

きに三石小学校ということで、多くの保護者

の皆さんにとってもはちょっと、もう自分と

こは卒業してしまっているわ、みたいなとこ

ろもあって、関心も低かったのではないかな

という気もしますし、地域説明会も人数は少

なかったけれども、根底にあるのは皆さん、

はっきりと統廃合、廃校には反対だとおっし

ゃったのは１人だけだったけれども、その質

問の根底にあるのは、やっぱり柱本小学校を

残してほしいという気持ちがすごくあったと

思うんです。 

 そういうことを考えたときに、やっぱり、

全ての対象のところで、やっぱり地域として、

また保護者としてどう考えていくのかという

ことを議論する場というのは、引き続きつく

っていかないといけないのではないかなとい

うふうに思います。 

 特に柱本でいえば、来年４月には紀見こど

も園が開園しますし、そのことによってまた

これからの子どもの出生数も変わってくるか

もしれないし、いろいろな状況が出てくると

思いますので、今あんまり意見がないからと

いって置き去りにしないでもらいたいなとい

うふうに思います。どうでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田 実君）意見が多い少ないで

はなくて、何が問題と捉えていて、それを提

案いただいているか、そこは大事にしていく

必要があると私は考えています。大きいから

答えていく、それだけでは絶対駄目で、小さ

くてもやっぱり大事にしたいことは何かとい
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うことを主張されていることは、しっかりそ

れは私自身は受け止めていきたいと、そんな

ふうに思っています。 

 変更ということで三点挙げさせていただい

ておりますが、時期ということを考えれば全

てのところが対象になりますので、全部のと

ころが対象になって考えていくと考えてもら

ってもいいかなと思います。 

 内容については触れてはいませんけれども、

時期のところでいうと、対象というのは全部

ということになっていきますので、ご理解く

ださい。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）その辺は本当によろし

くお願いします。本当はもう一旦白紙に戻し

て、地域から声を上げていくという形にして

もらいたいんですけれども、なかなかそうい

うわけにはいかないという、１回提案してい

るだけにそういうわけにはいかないというこ

とですので、もう本当に、広い範囲で本当に

意見を集める、また、聞くだけじゃなくて、

やっぱりそこでいろいろ、議論というたらお

かしいかもしれないけど、そこで話し合うと

いうこともやっぱり大事だと思うし、言った

けど何も返ってこないというたら、やっぱり

聞く耳がないのかということになってしまう

と思うので、その辺も気をつけて、気をつけ

てというか気にしてもらいたいなと思うんで

すけども、いかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）壇上からの答弁に

も入れさせてもらったんですけど、今こうい

う変更協議をしているということをお知らせ

するとともに、例えばなんですけども、ＰＴ

Ａの代表者の方とかそういった方に、今こう

いった形で話をしていますという、できれば

そういう時間を取っていただく機会もあれば

いいかなというふうに考えております。いき

なり説明会で変わったことをお知らせすると

いうことは考えておりません。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）１番を終わります。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、コ

ミュニティバス、デマンドタクシーの見直し

をに対する答弁を求めます。 

 総合政策部長。 

〔総合政策部長（井上稔章君）登壇〕 

○総合政策部長（井上稔章君）コミュニティ

バス、デマンドタクシーの見直しをについて

お答えします。 

 本市のコミュニティバス、デマンドタクシ

ーについては、乗降実態調査や市民アンケー

ト、地域懇談会を通じて寄せられた意見を基

に、ルートとダイヤの改正を実施しています。 

 令和５年４月には、コミュニティバスと路

線バスを乗り継いで橋本市民病院へ通院がし

にくいとのお声を受けて、病院の診療開始時

間の午前９時までに到着する路線バスに乗り

継げるようなダイヤ改正の実施や、コミュニ

ティバスとデマンドタクシーや路線バスとの

乗換え時の待ち時間を短縮するためのダイヤ

改正などを行いました。 

 その結果、令和５年度のコミュニティバス

の利用者数は２万8,646人で、改正前の令和４

年度に比べると大幅に増加しています。デマ

ンドタクシーについても、路線を増やしたこ

ともありますが、利用者が２倍近くに増加し

ています。 

 このことから、今回の改正で一定の効果が

あったと考えており、昨年度のダイヤ改正実

施から間もないことから、当面の間は現状を

維持し、各地区公民館サークルの時間を考慮

したダイヤ改正や地区公民館行きのような特

別便を設ける予定はありません。 

 今後も持続可能な公共交通サービスの提供

とさらなる利便性向上のため、より効果的、
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効率的な公共交通の運営に努めてまいります

ので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君、再質問

ありますか。 

 ５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）まず、コミュニティバ

ス、デマンドタクシーを利用している人の意

見を尊重して、今までいろいろと改善されて

きているということはすごく大事なことだと

思います。ただ、今利用している人も大事だ

けれども、これから利用するであろう人の意

見というのも一つ大事だと思うんです。 

 例えば、公民館でいえばサークル活動が活

発ですけれども、サークル活動が活発になれ

ば高齢者の生きがいとか健康づくりにもつな

がります。車の運転ができなくても移動の自

由が保障されるということは大事だと思うん

ですけど、どうでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（井上稔章君）確かに、利用

いただくには利便性を向上させたいという気

持ちはございます。しかしながら、様々な立

場で利用されている方がいらっしゃるという

のも事実です。バスにつきましては、一定の

時間帯を決めて運行しているような運用の仕

方というところになっていますので、公民館

に特別配慮するような時刻表の設定というの

は現時点では考えておらないというふうに答

弁させてもらっております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）ここでちょっと、教育

委員会のほうにお尋ねします。 

 紀見地区公民館が引っ越したことに伴って、

活動をやめたサークルというのはありません

でしょうか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（岡 一行君）お答えいたします。 

 今回の新しい公民館の移転のために活動を

やめた団体につきましては、ございます。３

団体ございます。ただ、そのうち１団体は交

通の便を考慮して、紀見北地区公民館で、別

のところで活動をしております。あとの２団

体は数年前から活動していなかったというこ

ともあって、今回の移転を機に廃止されたと

いうことで伺っています。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）今の時刻表は、いろい

ろ見たら、公民館近くまでコミュニティバス

であるとかデマンドタクシーとかが行ってい

るのは行っているんですけど、やっぱりサー

クルに合った時間とかそういうのは、どこ見

てもあんまり合ってないんです。 

 だから、今まで利用した人の中でサークル

に合わせた時間帯にしてほしいというような

要望というのが、そもそもあんまり考えた時

刻表になっていないから、余計に不満とかは

なかったのではないかなと思うんですけれど

も、先ほどもご答弁していただいたように、

やっぱりこれからの高齢者の生きがいづくり、

健康づくりのためにも公民館を利用してもら

うということは大事だと思うので、今見直し

たばかりだからすぐにはというのはあると思

うんですけれども、次の見直しのときにはそ

ういうことも、いろいろ合わさっていったら

いろいろ難しいとは思うんですけど、次の見

直しのときにはそのことも検討課題に入れて

もらえないでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（井上稔章君）壇上からも申

し上げましたとおり、様々な意見を伺いなが

ら時刻表を設定していくというふうにしして

いますので、次の見直しの際にそういったご

意見がございましたら、議員おっしゃってい

ただいたように、様々な要件がありますので
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全て要求どおりとならないかもしれませんが、

それはしっかりと要望を聞いた上でつくって

いきたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）よろしくお願いします。

２番を終わります。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目３、学

校給食費無償化、来年度以降も継続をに対す

る答弁を求めます。 

 教育部長。 

〔教育部長（岡 一行君）登壇〕 

○教育部長（岡 一行君）学校給食費無償化、

来年度以降も継続をについてお答えします。 

 和歌山県に来年度以降も学校給食費無償化

の補助を実施することについては、市として

引き続き要請を行っていきます。 

 次に、県が学校給食費無償化を実施しなく

ても市として継続することについてですが、

これまでの一般質問でも答弁させていただい

たとおり、国や県による補助制度が設けられ、

恒久財源が確保できるのであれば活用してい

きたいと考えています。 

 したがいまして、市単独での学校給食費無

償化を実施することは考えていませんので、

ご理解のほどよろしくお願いします。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君、再質問

ありますか。 

 ５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）今までどおりの答弁な

んですけれども、やっぱり給食費が無償であ

るかどうかというのは、すごく子育て世帯に

とっては大きな問題というかインパクトだと

思うんです。 

 和歌山県地域・自治体問題研究所というと

ころが「わかやま住民と自治」というのを発

行していまして、これはその研究所の方が県

内の市町村を訪ねてまちづくり政策を聞く首

長インタビューということで、平木市長も今

年の３月号に載っております。 

 この間来た９月号には紀美野町長のインタ

ビューが載っているんです。この中で、紀美

野町はちょっと橋本市と規模が違うから同じ

ようには言えないけれども、ここは人口約

7,800人、4,000世帯のまちなんです。町長は

前の町政のときに副町長をされていて、今、

町長になられて３年という方です。 

 その方のインタビューの中で、すごく、あ

あ、そうやなと思ったところが、「紀美野町で

も子どもの生まれる数が減少する一方で、高

齢で亡くなる方が増加し、人口の自然減が大

きい。しかし、移住などで転入されるなど、

人口の社会増減はとんとんくらいです。町内

で子育てをしやすいように子育て支援策を積

極的に実施し、少しでも子どもが増えれば、

自然減を少なくし、人口の減少が緩やかにな

ると思っています」ということで、移住・定

住にも早くから取り組まれているんですけれ

ども、子育てについては、子育て支援県下一

をめざして、令和４年３月に紀美野町子ども

子育て応援宣言をしました。 

 いろいろな施策をしているんだけれども、

支援は妊娠前から始めて、大学を卒業し、町

内で住まいされている30歳の方まで支援策を

設けました。18歳までの医療費の無償化やこ

ども園での給食や保育料の無償化、小・中学

校の給食も無償化されています。いろんなこ

とされています、それこそ。 

 平木市長がこのインタビューで何と答えら

れているかというと、書いてあることをその

まま、「子育てに関してはずっと日本一をめざ

してきました」と、こう書いているんです。

「子育て支援では、ハートブリッジという子

育て世代包括支援センターをつくって、最初

に教育と福祉の連携を図ってきました」と。 

 こういうことで、ずっといろんなことはさ

れているんだけど、早い話があまりお金のか
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からないというか、ことに力を入れて、それ

はそれで大事なことなんですけれども、やっ

ぱりちょっと、お金は要るけれども、学校給

食費、また、近隣と比べたら保育所の給食費

にしても、やっぱり無料にするというのが移

住者を増やすということにつながるのではな

いかなと、子育て支援、移住・定住者を増や

すことにつながるのではないかなと思うんで

すけど、市長、どうでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）市長。 

○市長（平木哲朗君）阪本議員の質問にお答

えをします。 

 無償化することが移住・定住が増えるとい

うことではないと思います。やっぱり町の考

え方、人数、予算を考えても、紀美野町は恐

らく過疎債もありますから、過疎債もほかの

事業であるとかソフト事業に使えるので、い

ろんな意味で財政的な部分というのも考えら

れます。 

 ただ、当市にとっても、私、市長になった

ときから財政難で苦労してきましたし、その

中で、子育て支援って本当に何なのという思

いもあって、国がやるべきことじゃないのと

いうのは常々思っています。 

 その中で今、物価高で給食費がどんどんど

んどん高騰しています。今回の補正予算でも、

市民の皆さんから給食の内容をもっとよくし

てという話を頂きました。それで、そこの部

分の値上げについては市が持っています。だ

から2,100万円ほど要るようになったんです。 

 ただ、これ予算ありきの給食にならんかな

という心配もしています。そうなったときに、

また給食の内容が落ちるとかそういう問題も

考えられるので、今度無償化して、実際は半

分も、正確に50％出してくれるわけではない

ので、もう金額が決まっています。 

 でも、うちの給食を考えたら、それをはる

かにやっぱりオーバーしているので、そうい

うところもあると思いますし、まず国が、今、

総裁選挙で、某、名前は言いませんけど、給

食無償化と公約に挙げられている人もいてま

すけど、本当に給食を無償化することが本当

に子育て支援、ほんまに支援になるんかなと

いうことを常々考えています。 

 ただ、やはり、一般質問でも答弁させてい

ただいたとおり、県が予算をつけたらついて

いきますという姿勢は変わりません。ただ、

じゃ、その上がった分をどういうふうにする

のかという実は問題もあって、今、米不足も

言われていて、これひょっとしたら米確保で

きるのかなという心配も今していて、橋本市

の米を買うたってよという話を今、経済推進

部と給食センターと話をさせていますけど、

そういうふうな、実際にさらに上がってきた

ときにどういう対応をしていくかということ。 

 やはり、橋本市も税収が下がってきていま

す。企業誘致でその税収が減るのを何とかカ

バーをして、できるだけ歳入を安定さそうと

いう努力はしていますけど、でも、市民の人

の固定資産税というのはやっぱり地価下落で

下がっていくことも事実、３年に１回見直す

ので、そういう問題もあると思いますし、で

も本当に無償化することがそういう支援にな

るのか。 

 僕はどちらかというと、もっと学校教育を

充実させて特色のある教育をするほうが、逆

に保護者の人は喜ぶんちゃうんかなというふ

うにも思っています。この間、岸和田市で橋

本市に移住してきたいという人に会ったとき

に、何でと聞いたら、きのくに子どもの村学

園があるからという話を、そういう人たちの

話も聞きましたし、だから、ほんまにそうな

んかなと。これって、市町村のただお金をば

らまいての競争になってきてんちゃうかなと

いうふうにも思っています。 

 いろいろこれから、県にも既にもう市長会
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でも伝えています。また、10月に東京へ行き

ますから、そのときに国でもやってください

というような働きかけもしていきますし、今、

うちの財政と協議をしながら、今たくさんや

ることがありますので、そこの財源の確保と

いうところをやっぱりしっかり考えらんと、

じゃ、子どもを優先して高齢者の部分を切る、

予算を減らすのかと。 

 やっぱり歳入って決まっているので、歳出

が上回るということはそういう予算は組めま

せんので、そういうこともしっかり検討しな

がらやっていかないと、結局、子どもはよく

なったけど高齢者のサービスが減った、教育

の予算が減ったというふうにならないように。 

 共産党は財源の心配をしてくれませんけど、

私らは、私も経営者としての、市長という経

営者としての財政運営というのをやっぱりや

っていく必要があるのかなというふうに思い

ます。もう予算、もう５年前のあの非常事態

のとき、やりたいことは我慢しながら、市民

の人にもやってほしいということを全て断っ

て回してきたので、やっぱり適切な財政運営

をいかにしていくか、その財源の枠がどれだ

け取れるかというところをやっぱり考えない

と、逆に市民の皆さんに大きな迷惑をかける

ということにもなりかねません。 

 だから、本来こういうことって国がやるべ

き、義務教育なんやから国がしっかりやるべ

きやと私は思っているので、今後も国への働

きかけはします。ただ、来年度、県のほうで

予算づけしてくれたら、それにはしっかりと

ついていきます。ただ、上がった分を今どう

しようかなという考えは持っていますので、

慎重に対処していきたいと思います。 

 僕も子どもは大事にしたいので、もしでき

たら個人的にはやったれよとは思うんですけ

ど、市長の立場としてそれを選ぶことが正し

いのかどうか、市民の人に迷惑をかけないよ

うにしていくのが私の仕事なので、たとえ嫌

われても駄目なものは駄目、やれることはや

りますよというようなことを考えないといけ

ないと思っています。 

 ただ、来年、県は多分つけてくれると思い

ます。だから、その準備はしていこうと思っ

ていますので、なかなか、補助がなかったら

実際にやれないというのが現状ですので、ご

理解いただきたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。 

○５番（阪本久代君）ここでちょっと、何も

言わんほうがいいかもしれないんですが、ち

ょっと一言だけ。 

 やっぱり、何というのかな、子育て世帯っ

ていろいろお金も要るし、給食費が無料にな

れば、それをまた子どもにも、ほかのことに

も使えるしということで、やっぱりお金、ば

らまきと言ってしまったらあれやけど、やっ

ぱりお金はすごく大事だと思うんです。２人、

３人と学校に行かれている方があるところや

ったら、もう１万円以上のやっぱり給食費に

なってきますので。 

 それと、やっぱり税収を増やそうと思った

ら、若い世帯を増やさないことには駄目だと

思うんです。高齢者は、今まで頑張ってきた

高齢者は高齢者で大事にしないといけない、

それはそのとおりです。だから、バランスっ

て本当に難しいかもしれないけれども、やっ

ぱりこれからの橋本市を考えたら、若い世帯

を増やさんことには、それこそなくなってし

まうということにもつながってしまうので、

来年も多分、県はしてくれると思うという、

そういう感触は持たれているということなの

で、それに大いに期待しながら、引き続き給

食の無償化ということは言い続けたいなとい

うふうに思います。 

 以上で終わります。 

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君の一般質
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問は終わりました。 

                     

○議長（森下伸吾君）お諮りいたします。 

 本日の会議は、この程度にとどめ延会し、

明９月10日午前９時30分から会議を開くこと

にいたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、そのように決しました。 

 本日はこれにて延会いたします。 

（午後４時24分 延会） 
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